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ご　あ　い　さ　つ
　

　ご契約者をはじめ皆さま方には日頃より格別のご愛顧を賜り、

厚く御礼申し上げます。

　まずはじめに、富国生命保険相互会社と共栄火災海上保険株式

会社との間の業務提携の一環として、平成 20 年 1 月 31 日付にて

当社の株式の 80％が富国生命保険相互会社に譲渡されたことに伴

い、翌 2 月 1 日に商号を「フコクしんらい生命保険株式会社」と

変更し、金融機関をはじめとする代理店を通じて生命保険を販売

する専門会社として再スタートいたしましたことをご報告申し上

げます。

当社は、「一翼をになう存在をめざして」という企業理念の下、

お客さま基点に立ち、スマートな商品と良いフットワーク

が身上の「Smart Insurance Company」となるべく凛とした経営姿勢で運営してまいります。

創業以来共栄火災海上保険株式会社と共に積み上げてきた実績に、富国生命保険相互会社が今ま

で培ってきた生命保険業の経験を加えることで、ご契約者の皆さまに新たな安心のかたちをご提

供いたしてまいる所存です。

　平成 19 年度は、前年度に引き続き保険金・給付金等の支払状況に関する調査を行い、適正な

お支払いを推し進めてまいりました。保険金・給付金等のお支払いは生命保険業における最も重

要な役割であり、その面でお客さまに大きなご迷惑をおかけしたことを深く反省するとともに、

適正な支払体制の確立に努めてまいります。

　本年もご契約者の皆さまには、変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げ

ます。

　　　　　　　平 成 2 0 年 ７ 月

代表取締役社長
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Ⅰ フコクしんらい生命の平成 19 年度事業概況について

平成 19 年度末における保有契約高（個人・団体保険計）は、1 兆 1,831 億円（前年度末比 83.8％）

となりました。その内訳は、個人保険計が 7,525 億円（前年度末比 95.1％）、団体保険が 4,306 億円（前

年度末比 69.4％）であります。また、一件あたりの平均保険金額（新契約・個人保険）は 7,295 千円、

保険料等収入（個人・団体保険計）は 15,471 百万円（前年度比 69.7％）となりました。

平成 19 年度決算における「基礎利益」は 19 億 3 百万円、「経常利益」は 20 億 55 百万円、「当期純

利益」は 5 億 54 百万円となりました。

平成19年度末

1兆1,831億円
1兆4,119億円

保有契約高の推移

平成17年度末 平成18年度末

1兆2,790億円

●キャピタル損益＝＋）キャピタル収益 ①金銭の信託運用益
 ②売買目的有価証券運用益
 ③有価証券売却益
 ④金融派生商品収益
 ⑤為替差益
 ⑥その他キャピタル収益

　　　　　　　　　−）キャピタル費用 ①金銭の信託運用損
 ②売買目的有価証券運用損
 ③有価証券売却損
 ④有価証券評価損
 ⑤金融派生商品費用
 ⑥為替差損
 ⑦その他キャピタル費用

●臨 時 損 益 ＝＋）臨時収益 ①再保険収入
 ②危険準備金戻入額
 ③その他臨時収益

　　　　　　−）臨時費用 ①再保険料
 ②危険準備金繰入額
 ③個別貸倒引当金繰入額
 ④特定海外債権引当勘定繰入額
 ⑤貸付金償却
 ⑥その他臨時費用

基礎利益 ＝経常利益−キャピタル損益−臨時損益

保有契約高とは
個々のお客さまに対して生命保険会社が保障する金額の総額

です。例えば、個人保険では死亡時の支払金額等の総合計額を

表しており、ご契約者から払い込まれた保険料の総合計額（保

険料収入）とは異なります。

保険料等収入とは
ご契約者から払い込まれた保険料による収益で、生命保険会

社の収益の大宗をなしています。再保険収入もここに含まれます。

経常利益（損失）とは
生命保険事業本来の営業活動により、毎年継続的に発生する

収益（経常収益）から、発生する費用（経常費用）を差し引い

た差額が経常利益です。なお、経常費用が経常収益を上回った

場合には、その差額が経常損失となります。

当期純利益（損失）とは
税引前当期純利益から�人税����税なら�に�人税等�純利益から�人税����税なら�に�人税等�利益から�人税����税なら�に�人税等�

整額を控除した額で、会社のすべての活動によって生じた純利純利利

益または純損失を��します。純損失を��します。損失を��します。

基礎利益とは
1 年間の保険本業の収益力を示す指標の 1 つで一般事業会社

の営業利益や、銀行の業務純益に近いものです。これに有価証

券売却益などの「キャピタル損益」と「臨時損益」を加えたも

のが「経常利益」となります。ここでい�保険本業とは、収�経常利益」となります。ここでい�保険本業とは、収�利益」となります。ここでい�保険本業とは、収�

した保険料や運用収益から保険金・年金・給付金等を支払った

り、将来の支払いに備えるために責任準備金を積み立て、運用

することなどをいいます。

基礎利益については、損益計算書に項目が設けられていない

ため、生命保険会社が別�項目を設け�示しています。生命保険会社が別�項目を設け�示しています。。
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基礎利益は19億3百万円、経常利益は20億55百万円、当期純利益は、5億54百万円です

保有契約高・保険料等収入は親会社の変更に伴う準備のために減少いたしました
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Ⅰ  フコクしんらい生命の平成 19 年度事業概況について

生命保険会社では資産運用の一環として貸付を行い、

利息収入を得ています。この貸付金の�ち「返済状況

が正常でない債権」を総称して「リスク管理債権」と

呼んでいます。

平成 19 年度末の貸付金は全て保険約款貸付であり、

正常債権です。従って、リスク管理債権はありません。

（参考）逆ざや額の算出式

逆ざや額は、次の方法で算出しています。
逆ざや額＝（基礎利益上の運用収支等の利回り※1 −平均予定利率※2）×一般勘定責任準備金※3

※ 1　基礎利益上の運用収支等の利回りとは、基礎利益に含まれる一般勘定の運用収支から契約者配当金積

立利息繰入額を控除したものの一般勘定責任準備金に対する利回りのことです。

※ 2　平均予定利率とは、予定利息の一般勘定責任準備金に対する利回りのことです。

※ 3　一般勘定責任準備金は、危険準備金を除く一般勘定部分の責任準備金について、以下の方式で算出。

　　　（期始責任準備金＋期末責任準備金－予定利息）×
1
2

逆ざやとは
ご契約者にお支払いいただく保険料を計算するにあたって、あらかじめ資

産運用による一定の運用収益を見込み、その分保険料を割り引いて計算して

おります。その割引率を「予定利率」といいます。

そのため、保険会社は、毎年割り引いた分に相当する金額（これを「予定

利息」といいます）を、運用収益などで確保する必要があります。ところが、

超低金利が続くなかで、この予定利息分を実際の運用収益などでまかなえな

い状態が一部の契約で発生することがあり、これを「逆ざや」状態といいます。

貸付金とは
生命保険会社の貸付金は「保険約款貸付」と「一

般貸付」があります。「保険約款貸付」には2種類あり、

1 つは、契約者が資金を必要としたときに解約返戻

金の一定範囲内で利用できる「保険契約者貸付」と

い�ものです。も� 1 つが保険料の払い込みが一時

的に困難になり、払い込み猶予期間内に払い込まれ

ない場合に、保険契約の失効を防ぐため解約返戻金

の範囲内で、保険料とその利息の合計額の立替を行

�「保険料振替貸付」です。

一方、「一般貸付」は保険約款貸付以外の貸付で、

内外の企業に対する貸付、国・政府機関に対する貸付、

�宅ローンなどがあります。

　「逆ざや」はありません

下記算出の結果はプラスであり、「逆ざや」はありません。

リスク管理債権はありません
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Ⅰ  フコクしんらい生命の平成 19 年度事業概況について

ソルベンシー ･ マージン比率（通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有して

いるかを判断するための指標の一つ）は 2,604.8％であり、行政当局が経営の健全性を判断する基準値で

ある 200％を大きく上回っています。

●ソルベンシー・マージン総額［＝以下の合計額］
資本金等、価格変動準備金、危険準備金、一般貸倒引当金、その他有価証券
の評価差額×90％（※）、土地の含み損益×85％（※）、全期チルメル式責任準備
金相当額超過額、負債性資本調達手段等、控除項目、その他
（※）マイナスの場合100％

●リスクの合計額［＝　 　　　　　　  　 　　 ］
保険リスク、予定利率リスク、資産運用リスク、経営管理リスクなど通常予想でき
る範囲を超える諸リスクを数値化して算出します。
保 険リスク相 当 額（R1）…大災害の発生などにより、保険金支払いが急増

するリスク相当額
予定利率リスク相当額（R2）…運用環境の悪化により、資産運用利回りが予定

利率を下回るリスク相当額
資産運用リスク相当額（R3）…株価暴落・為替相場の激変などにより資産価値

が大幅に下落するリスク、および貸付先企業の
倒産などにより貸倒れが急増するリスク相当額

経営管理リスク相当額（R4）…業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る
リスク相当額

最低保証リスク相当額（R7）…変額保険、変額年金保険の保険金等の最低保
証に関するリスク

第三分野保険の保険リスク相当額（R8）…医療保険やがん保険などのいわゆる第三分野
保険について保険金等の支払いが急増するリ
スク相当額

ソルベンシー・マージン比率（％）＝ ソルベンシー・マージン総額

リスクの合計額× 2
1 ×100

（R1 ＋R8）2 ＋（R2 ＋ R3＋ R7）2 ＋ R4

ソルベンシー・マージンとは
ソルベンシー・マージン

（solvency margin）とは、「支

払余力」とい���です。

生命保険会社は、将来の保

険金などの支払いに備えて責

任準備金を積み立てているの

で、通常予想できる範囲のリ

スクについては十分対応でき

ます。しかし、環境の変化な

どによって予想もしない出来

事が起こる場合があります。

例えば、大災害や株の大暴落

など、通常の予測を超えて発

生するリスクに対応できる

「支払余力」を有しているか

ど�かを判断するための行政

監督上の指標の一つがソルベ

ンシー・マージン比率です。

ソルベンシー・マージン総額 リスクの合計額

ソルベンシー・マージン比率

ソルベンシー・マージン比率の推移

（単位:百万円）

2,604.8％

平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末

12,893
14,435 14,292

1,0971,2091,091 200%

200%を
大きく上回る
十分な水準

2,362.0％
2,386.3％ 2,604.8%

ソルベンシー・マージン比率も充分な水準です
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Ⅰ  フコクしんらい生命の平成 19 年度事業概況について

資本金とは
株式会社の財産を堅持する上で基準とする一定の金額です。株主が払い込んだ金額の�ち、会社が資本金としたもの

をいいます。また、株主が払い込んだ金額の�ち会社が資本金としなかったものは株主払込剰余金となり、資本準備金

として貸借対照表上表示されます。

なお、保険会社においては、保険業�第 6 条の規定により、株式会社では資本金の額が 10 億円以上とされています。

資本金は 100億円です

総資産は、前年度末より 48 億円増加し、

818 億円となりました。

総資産の推移

平成18年度末

770億円

平成19年度末

818億円

平成17年度末

644億円

総資産とは

　貸借対照表の資産の部の合計で、主なものとして、現金

��預貯金、有価証券、貸付金、有��定資産、���定有��定資産、���定

資産、その他の資産があります。、その他の資産があります。

総資産は 818億円です

安全性を基本としつつ、長期・安定的な収益を確保できる資産構築を目指し、国内公社債への投資を軸

とした運用を行った結果、有価証券は、前年度末より 49 億円増加し、745 億円となりました。

有価証券とは
国債、地方債、社債、株式、外国証券、その他の証券をいいます。
この�ち、「国債」、「地方債」、「社債」はそれぞれ日本国、国内の地方公共団体、国内企業等が発行する債券で�者が発行する債券で�者発行する債券で�者

をあわせて「公社債」ともいいます。
「株式」は国内企業が発行する株式です。が発行する株式です。発行する株式です。。
「外国証券」は米国債等、海外の国・企業などが発行する「外国債券」や、海外の国・企業が発行する「外国株式」等、

海外の国・企業などが発行する有価証券の総称です。
「その他の証券」は証券投資信託受益証券や株式以外の出資証券など上記の有価証券以外の証券です。

有価証券残高は 745億円です

責任準備金は、平成 18 年度に保険業�上の標準責任準備金の対象契約に係る積立率が 100％となり、

担保力の増強が図られました。平成 19 年度にさらに 45 億 98 百万円積み増しし、この結果、責任準備金

残高は 706 億円となりました。

責任準備金とは
生命保険会社が将来の保険金などの支払いを確実に行�ために、保険料や運用収益などを財源として積み立てられる準
備金のことで、保険業�により積立が義務付けられています。

平成18年度に標準責任準備金の水準を達成し、平成19年度末の責任準備金残高は706億円となりました
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Ⅱ  会社の概況及び組織

Ⅱ−１　沿革

　　　

平成 ８ 年 8 月 8 日 共栄火災海上保険相互会社の全額出資子会社として設立

平成 ８ 年 8 月 27 日 大蔵大臣より生命保険業免許を取得

平成 ８ 年 10 月 1 日 営業開始

平成 19 年 11 月 30 日 富国生命保険相互会社が共栄火災しんらい生命保険株式会社の子

会社化の認可取得

平成 20 年 1 月 24 日 商号変更認可取得

平成 20 年 1 月 31 日 富国生命保険相互会社が共栄火災海上保険株式会社より共栄火災

しんらい生命保険株式会社発行済株式数の 80％を取得

平成 20 年 2 月 １ 日 ｢フコクしんらい生命保険株式会社｣ として営業開始

Ⅱ− 2　経営の組織

経営組織の概要は、次のとおりです。

経営組織図

商品開発部営業統轄部

窓
販
業
務
支
援
グ
ル
ー
プ

代
理
店
企
画
グ
ル
ー
プ

窓
販
企
画
グ
ル
ー
プ

市
場
開
発
推
進
グ
ル
ー
プ

団
体
保
険
グ
ル
ー
プ

登
録
業
務
セ
ン
タ
ー

契約サービス部

契
約・医
務
グ
ル
ー
プ

保
険
金
グ
ル
ー
プ

お
客
さ
ま
サ
ー
ビ
ス
室

企
画・基
盤
グ
ル
ー
プ

契
約
グ
ル
ー
プ

保
全
グ
ル
ー
プ

システム部

株  主  総  会

監 査 役 会

監 査 役

会計監査人

監　査　部

保険計理人

取締役会

経営会議

社　長

財  務  部

証
券
投
資
グ
ル
ー
プ

証
券
管
理
グ
ル
ー
プ

経営企画部

企
画
グ
ル
ー
プ

人
事・総
務
グ
ル
ー
プ

コンプライアンス・
リスク統轄部

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス・リ
ス
ク

管
理
グ
ル
ー
プ

募
集
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
グ
ル
ー
プ

支

払

監

査

室

経
理
グ
ル
ー
プ

数
理
グ
ル
ー
プ

主  計  部
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Ⅱ  会社の概況及び組織

Ⅱ−３  店 舗 

本　　社　〒 108-0071　東京都港区白金台 3-2-10　白金台ビル　tel　03-5789-6790（代表）

Ⅱ−４  資 本 金 の 推 移

　

年　月　日 増（減）資額 増（減）資後資本金 摘　要�

平成８年８月８日 — 百万円 10,000 百万円 会社設立

Ⅱ−５  株 式 の 総 数

　

発行する株式の総数

発行済株式の総数

当 期 末 株 主 数

800 千株

200 千株

　 　2 名

Ⅱ−６  株 式 の 状 況
（1）発行済株式の種類等

　

発
行
済
株
式

種　類 発　行　数 内　容

普　通 200 千株 —

（2） 大　株　主

　

株　　　　主　　　　 名
当社への出資状況 当社大株主への出資状況

持 株 数 持株比率 持 株 数 持株比率

富 国 生 命 保 険 相 互 会 社 160 千株 80
％

— —

共栄火災海上保険株式会社 40 千株 20
％

— —

Ⅱ−７  主要株主の状況

   

株 主 名 所在地
基金・

資本金（注） 業務の内容 設立年月日
株 式 等 の 総 数
等に占める所有
株 式 等 の 割 合

富 国 生 命 保 険 相 互 会 社 東 京 都
千代田区

百万円
71,000 生命保険業 大正 12 年 11月 22 日 　　  ％80

共栄火災海上保険株式会社
東 京 都

港 　 区
　　  百万円
40,000 損害保険業 昭和 17 年 7 月 1 日 　　  ％20

（注） 富国生命保険相互会社は、基金総額（含む基金償却積立金 31,000 百万円）を、共栄火災海上保険株式会社は、

資本金を表示しています。
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Ⅱ  会社の概況及び組織

Ⅱ− 8  取締役及び監査役（平成 20 年 7 月３日現在）

役　職　名 氏名・生年月日 略　　　　　　　　　歴

代表取締役社長 大 嶋　 邦 男
昭和 17 年 12 月 2 日生

昭和41年　富国生命保険相互会社入社
平成10年　同社 取締役法人営業部長
平成13年　同社 常務取締役
平成19年　同社 専務取締役
平成20年　当社 代表取締役社長
　　　　　 現在に至る

常 務 取 締 役
早川　三起男

昭和 22 年 10 月 24 日生 

昭和45年　共栄火災海上保険相互会社入社
平成15年　 共栄火災海上保険株式会社    

常務取締役兼団体組織開発部長 
平成18年　同社 常勤監査役 
平成18年　当社 監査役
平成19年　当社 常務取締役
　　　　　 現在に至る

取 　 締 　 役 米 山　好 映
昭和 25 年 6 月 23 日生

昭和49年　富国生命保険相互会社入社 
平成14年　同社 取締役総合企画室長 
平成17年　同社 常務取締役 
　　　　　 現在に至る
平成20年　当社 取締役
　　　　　 現在に至る

取 　 締 　 役 森 　益　 男
昭和 27 年 10 月 6 日生

昭和51年　富国生命保険相互会社入社 
平成14年　同社 総合営業推進部部長兼公庫団信室長 
平成16年　同社 市場開発部長 
平成20年　当社 取締役 
　　　　　 現在に至る

取 　 締 　 役 角 田　誠 一
昭和 30 年 2 月 26 日生

昭和53年　富国生命保険相互会社入社 
平成15年　フコク情報システム株式会社部長 
平成18年　同社 取締役 
　　　　　 現在に至る 
平成20年　当社 取締役 
　　　　　 現在に至る 

取 　 締 　 役 小　 谷　 基
昭和 32 年 9 月 4 日生

昭和56年　富国生命保険相互会社入社 
平成17年　総合企画室長 
平成20年　当社 取締役 
　　　　　 現在に至る

監 　 査 　 役 村 山　良 樹
昭和 20 年 4 月 28 日生

昭和44年　富国生命保険相互会社入社 
平成13年　同社 取締役保険計理人兼主計部長 
平成15年　同社 常務取締役 
　　　　　 現在に至る
平成20年　当社 監査役
　　　　　 現在に至る  

監 　 査 　 役 北　 岡　 勉
昭和 31 年 8 月 15 日生

昭和55年　富国生命保険相互会社入社 
平成16年　同社 コンプライアンス統括部長 
平成20年　同社 監査部長
　　　　　 現在に至る  
平成20年　当社 監査役
　　　　　 現在に至る  

監査役（常勤）
矢　 崎　 力

昭和 26 年 10 月 24 日生 

昭和49年　富国生命保険相互会社入社 
平成14年　同社 業務部部長 
平成15年　同社 契約部長 
平成16年　同社 顧客サービス部長 
平成17年　同社 団体保険管理部長 
平成20年　当社 監査役
　　　　　 現在に至る  
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Ⅱ  会社の概況及び組織

Ⅱ− 9  会計参与の氏名又は名称

会計参与は設置しておりません。

Ⅱ− 10  従業員の在籍・採用状況

区　分
18 年度末
在 籍 数

19 年度末
在 籍 数

18 年 度
採 用 数

19 年 度
採 用 数

19 年度末

平均年齢 平均勤続年数

内勤職員 62 名 104 名 9 名 16 名 46.3 歳 3.3 年

（男　子） （45） （82） （ 5 ） （ 8 ） （49.0） （3.2）

（女　子） （17） （22） （ 4 ） （ 8 ） （36.1） （3.6）

（総合職） （45） （87） （ 5 ） （12） （48.4） （3.0）

（一般職） （17） （17） （ 4 ） （ 4 ） （35.4） （4.6）

営業職員 — — — — — —

（男　子） （−） （−） （—） （—） （—） （—）

（女　子） （−） （−） （—） （—） （—） （—）

（注）平成 19 年度の採用数からは出向受入数を除く。本ベースの平成 18 年度採用数は 0 名です。

Ⅱ− 11  平均給与（内勤職員）
（単位：千円）

区　　分 平成 19 年３月 平成 20 年３月

内勤職員 528 500 

（注）平均給与月額は、平成20年3月中の税込定例給与であり、賞与及び時間外手当は含みません。

Ⅱ− 12  平均給与（営業職員）

該当ありません。
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Ⅲ−１  主要な業務の内容

（1）生命保険の引受け及び資産運用

個人保険及び団体保険の引受けを行い、約款に従い保険金・給付金等の支払を行っております。

また、保険料として収受した金銭等の資産を国内公社債中心に安全かつ健全に運用しております。

（2）他の保険会社の保険業に係る業務の代理または事務の代行業務

当該業務は行っておりません。

なお、当社は富国生命保険相互会社及び共栄火災海上保険株式会社�生命保険業務に�る業務富国生命保険相互会社及び共栄火災海上保険株式会社�生命保険業務に�る業務共栄火災海上保険株式会社�生命保険業務に�る業務

の代理、事務の代行業務を委託しております。

（3）国債等の窓口販売業務

当該業務は行っておりません。

Ⅲ−２  経営方針

当社は、平成8年8月8日に共栄火災海上保険相互会社（当時、平成15年4月1日に株式会社�組織変更）

の全額出資により設立され、同年 10 月 1 日に営業を開始し、以後、順調に業容を拡大してまいりました。

その後、富国生命保険相互会社と共栄火災海上保険株式会社の業務提携により、平成 20 年 1 月 31 日付

で当社株式の 80％が富国生命に譲渡され、平成 20 年 2 月 1 日より「フコクしんらい生命保険株式会社」

として新たにスタートいたしました。

（1）　企業理念

フコクしんらい生命保険株式会社は、企業理念として『一翼をになう存在をめざして』を掲げ、

お客さまの生活をはじめパートナーの、延いては社会の一翼を担い得る存在となるべく努力して

まいります。

（2）　経営姿勢

当社は企業理念を実現するために、『Smart　Insurance　Company』をキーワードに、次の

五つの経営姿勢で臨みます。

・スマートな商品と良いフットワークが身上の企業ブランドを実現する

・ お客さま基点の独自な保険商品とサービス体制でパートナーの価値を高める魅力的な専門カン

パニーをめざす

・優れた人材の育成と職員の自己実現の一致をめざす

・会社を支えるシステムや組織の刷新を常に図り、新時代をリードする価値を創造する

・最大たらんよりは最優たれをモットーに、凛とした経営を実現する

Ⅲ  保険会社の主要な業務の内容

Ⅲ   

保
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務
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容
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（3）　パートナー

当社は、お客さまとの長いおつきあいがあればこそ提供できる保険商品やサービスの開発を通

して、お客さま一人ひとりの生活の一翼をにな�存在をめ�すことを��ています。そのためににな�存在をめ�すことを��ています。そのために�存在をめ�すことを��ています。そのために

は、パートナーとのコラボレーションが大変重要です。当社のパートナーは共栄火災しんらい生

命時代からの金融機関代理店や一般代理店、新たなスタートに伴って��を委託した金融機関代��を委託した金融機関代金融機関代

理店があります。当社はスマートな商品と良いフットワークが�上の専��ンパ�ーとして、パーが�上の専��ンパ�ーとして、パー�上の専��ンパ�ーとして、パー

トナーの価値を高める支援を行ってまいります。

①金融機関代理店

本年4月より富国生命の窓�業務を当社が引き継ぎ、共栄火災および富国生命が長くおつきあ

いさせていただいている信用金庫業界を中心に、一部都銀・地銀・信用組合に保険商品を提供し

ております。

今後は窓�全面解禁を受け、��商品が多様化いたしますが、お客さまにとってよりよい商品

を提供するとともに、金融機関代理店に対し、富国生命グループとしてさま�まなサポートを行っ

てまいります。

②一般代理店

当社の一般代理店は共栄火災の損保代理店が中心です。主に損害保険の既契約者さまに対し、

生命保険商品を提案することを通して、お客さま�のより良いサービスの提供を心がけてまいり

ました。

当社は、これら一般代理店に対するこれまで同様のサポートに加�、富国生命が培ってきたノ

ウハウ・経験を活かした商品ラインナップの充実、募集支援、研修支援の強化を図り、一般代理

店がお客さまに対し、これまで以上に質の高い商品・サービスを提供できるよ�努力してまいり

ます。

③パートナー数（平成20年3月末現在）

　

パ ー ト ナ ー 代 理 店 委 託 数

金 融 機 関 代 理 店 271 店

一 般 代 理 店 1,904 店

Ⅲ  保険会社の主要な業務の内容
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Ⅳ  直近事業年度における事業の概況

Ⅳ−１ 直近事業年度における事業の概況
平成 19 年度のわが国の前半の経済状況は緩やかな拡大を続ける中で、個人消費や輸出も堅調に推移し、

雇用情勢はやや厳しさが残るものの、企業収益は増加基調にありました。後半は原油高や円高、株安、サ

ブプライムローン問題などが響き、業種によっては経常利益も対前年同期比で増益幅の鈍化ないし減益と

なり、好調だった企業業績と堅調な個人消費に変調がみられました。このような状況下、生命保険業界は

少子高齢化への対応と保険金不払いへの態勢整備に力を入れましたが、国内保険市場は対前年比で新規契

約ならびに保有契約の減少が続きました。一方で、相互会社の株式会社化への動きや、10 月の株式会社

かんぽ生命保険の誕生、12 月の金融機関による保険窓口販売の全面解禁や、����の大���による����の大���による

年金市場の拡大をにらみ、外資も含めた新規参入の動きがみられました。

当社は、富国生命保険相互会社が共栄火災海上保険株式会社との間で業務提携をし、その一環として平

成 20 年 1 月末に共栄火災しんらい生命保険株式会社の株式の 80％を取得したことに伴い、社名を新た

にフコクしんらい生命保険株式会社に変更し、金融機関をはじめとする�理店を通じて生命保険を販売す

る専門会社として 2 月 1 日に営業を開始するに至りました。当社は目指す経営理念として「一翼をにな

う存在をめざして」を掲げ、「Smart Insurance Company」としてスマートさと良いフットワークを身

上にお客さま基点に立ち、時�を先取りした独自の保険商品・サービスを開発し、パートナーとしての価

値を高めることを目的に、共栄火災海上保険株式会社と創業以来共に積み上げてきた実績と富国生命保険

相互会社が今まで培ってきた経験を加え、新たな安心のかたちをご提供すべく歩み始めました。従いまし

て、当社の平成 19 年度の保険事業の結果は、親会社変更に伴う社内体制の見直し並びに整備の準備期間

としての事業活動が中心となりました。

平成 19 年度の業績の概要及び今後の当社が対処すべき課題は、以下のとおりであります。

（収支及び資産運用の状況）

平成 19 年度の収支状況は、収入面では保険料等収入が 154 億 71 百万円、資産運用収益が 16 億 57

百万円となり、その他経常収益を含めた経常収益は 172 億 89 百万円となりました。支出面では保険金

等支払金が 73 億 74 百万円、責任準備金等繰入額が 45 億 99 百万円、資産運用費用が 1 億 85 百万円、

事業費が 28 億 60 百万円となり、その他経常費用を含めた経常費用は 152 億 33 百万円となりました。

以上の結果、経常利益は 20 億 55 百万円となりました。これに契約��当準備金繰入額、�人�及。これに契約��当準備金繰入額、�人�及

び住民�等を加減算した結果、当期純利益は 5 億 54 百万円となりました。5 億 54 百万円となりました。

なお、生命保険本業の期間収益を示す指標の基礎利益は、19 億 3 百万円となりました。

一方、当期末の一般勘定資産（総資産）は、前年度末から 48 億 49 百万円増加し、818 億 97 百万円

となりました。主な内訳は、国債 437 億 30 百万円、社債 271 億 84 百万円、預貯金 29 億 66 百万円、

株式 21 億 14 百万円であり、国内公社債の総資産構成比は 86.6％であります。

資産運用収益は、利息及び�当金等収入が 14 億 64 百万円となり、有価証券売却益を加えた収益合

計は 16 億 57 百万円となりました。一方、資産運用費用は 1 億 85 百万円となり、資産運用損益合計で

は 14 億 72 百万円となりました。
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（新契約高・減少契約高及び保有契約高の状況並びに推移）

当期の新契約高は、個人保険と個人年金を合わせた個人保険合計では、前年度末対比 50.9％減の 418末対比 50.9％減の 418対比 50.9％減の 418

億円となりました。個人保険合計に�体保険 47 億円を加算した合計では前年度末対比 49.6％減の 466末対比 49.6％減の 466対比 49.6％減の 466

億円となりました。

また、減少契約高につきましては、個人保険・�体保険の解約及び失効契約高の合計で、前年度末対末対対

比 14.8％減の 717 億円となりました。

これらの結果、当期末の保有契約高は、個人保険合計で前年度末対比 4.9％減の 7,525 億円となり、

これに�体保険の 4,306 億円を加えた合計では前年度末対比 16.2％減の 1 兆 1,831 億円となりました。

（責任準備金の状況並びに推移）

責任準備金のうち保険料積立金は、平準純保険料式により計算しております。当期においては責任準

備金を 45 億 98 百万円繰入れし、当期末残高は 706 億 91 百万円となりました。

（会社が対処すべき課題）

お客さま基点に立った事業経営を確固たるものとするため、平成 20 年度においても、引き続きコン

プライアンスの実践、リスク管理の徹底に加え、お客さま・従来からの�理店・新たに金融機関をはじ

めとする�理店へのサービスの充実といった「企業品質の向上」を追求してまいります。そのために、

下記の重点課題に取り組んでまいります。

（1）信用金庫を中心とした金融機関における保険窓口販売の�開と�理店販売の充実とした金融機関における保険窓口販売の�開と�理店販売の充実した金融機関における保険窓口販売の�開と�理店販売の充実

（2）保険金等支払管理態勢の強化

（3）業務適正性の確保（含む�令遵守態勢確保）

（4）新商品開発

（5）元受収保計画の達成

（6）教育・研修体制の構築と充実

（7）販売網拡充（稼働�理店数増、チャネル対策等）

（8） 保有契約高拡充を図るための金融機関を除く�理店推進策（口座振替率、失効・解約率低減等）

の徹底

（9）運用リスク管理態勢の強化

Ⅳ  直近事業年度における事業の概況
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Ⅳ  直近事業年度における事業の概況

Ⅳ−２  契約者懇談会開催の概況
平成 19 年度は開催しておりません。

Ⅳ−３  お客さま相談窓口の設置とご相談・苦情のお申し出状況

（1）お客さま相談窓口の設置とご相談・苦情のお申し出状況

当社では、お客さまの様々なご相談にお応えするため、「お客さまサービス室」を窓口として、フ窓口として、フして、フて、フ、フ

リーダイヤルによるご相談をお受けしています。また、お客さまの�を直�会社に�けて�くことご相談をお受けしています。また、お客さまの�を直�会社に�けて�くこと相談をお受けしています。また、お客さまの�を直�会社に�けて�くことお受けしています。また、お客さまの�を直�会社に�けて�くこと受けしています。また、お客さまの�を直�会社に�けて�くことしています。また、お客さまの�を直�会社に�けて�くことています。また、お客さまの�を直�会社に�けて�くこと

を目的に、平成 17 年 7 月より新契約の保険証券に「お客さまの�はがき」を同封しています。平成

19 年度のご相談・�情の状況についてご��します。ご相談・�情の状況についてご��します。相談・�情の状況についてご��します。

ご相談・�情のお申出件数

　　

お申し出の主な項目
平成 18年度 平成 19年度

相　談 苦　情 合　計 相　談 苦　情 合　計
１．新契約（商品内容、資料請求等）  15 40  55  19 19  38

２．収納関係（保険料の払込み等）  60 15  75  10   8  18

３．保全関係（住所変更、解約、契約�貸付等） 221 44 265  60 42 102

４．保険金・給付金関係（請求及び支払等）  16 20  36    9 18  27

５．�金・控除証明等  13   1  14    1   3   4

６．その他  28  18  46    9  16  25

合　　　計 353 138 491 108 106 214

（2）　お客さまの声を活かした取組み（苦情からの改善事例）

当社では、お客さまの�を幅広く取り入れ、お客さまの立場に立った業務の改善に活かす取組みを

最重要課題と位置付けています。本社フリーダイヤルや�理店などに寄せられたご意見・ご要望、更

に�情も含めて当社の貴重な財産と認識し、お客さま満足度の高い企業へ向けた取組みに反映させる

よう努力しています。お客さまの�を受けて平成 19 年度に業務改善した事例をご��します。

★お客さまの声：�入院・手術したので給付金請求をした。前回は別の手術で���を��た���で���を��た������を��た���

回は非該当と�う案内�届�た。何故ですか。

⇒改 善 の � 点����給付金は、��の種�によって支払対�外のものがあります。ご契約時にお改 善 の � 点�� ��給付金は、��の種�によって支払対�外のものがあります。ご契約時にお

渡ししている約款には保障内容の��が記�されていますが、内容は広��にな��が記�されていますが、内容は広��になが記�されていますが、内容は広��にな

ることから、��給付金をお支払できない場合は、��給付に関して規定した約

款（対�箇所のコピー）を同封する制度に改めました。

★お客さまの声：�本社に直接電話して契約の変更手続きを行った。便利で助かった。対応してもら

える項目を増やして欲し�。

⇒改 善 の � 点��当社では、ご契約�からフリーダイヤルに直�お��を�いた場合は、契約の変改 善 の � 点�� 当社では、ご契約�からフリーダイヤルに直�お��を�いた場合は、契約の変ご契約�からフリーダイヤルに直�お��を�いた場合は、契約の変契約�からフリーダイヤルに直�お��を�いた場合は、契約の変

更などにかかる�続きを直�ご案内しています。これまでは、対応項目を限定し

ていましたが、お客さまの�を反映し、平成 20 年 2 月より��でご��を受けご��を受け

て必要書�をご登録の住所へ直送する項目を拡大いたしました。項目を拡大いたしました。

11-31Ⅳ-Ⅴ.indd   13 08.9.5   9:44:18 AM
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（ご参考）フリーダイヤルでご対応する項目一覧（本社ダイレクト対応）

　　

項　　目 本社ダイレクト対応 現地対応（代理店など）
1 住所変更 ○ ○
2 改姓改名 ○ ○

3 受取人情報変更
○

（個人契約で受取人が�偶�及
び 2 親等以内の親族の場合）

○

4 証券再作成・再発行 ○ ○
5 契約�貸付 ○ ○
6 契約�貸付金の返済 ○ ○
7 お立替金の弁済 ○ ○
8 払済保険への変更 ○ ○
9 延長定期保険への変更 ○ ○
10 前納・一括払 ○ ○
11 払込方�の変更 ○ ○
12 保険料振替口座の変更 ○ ○
13 保険期間・払込期間の変更 ○ ○
14 復旧（払済保険からの変更） ○ ○
15 一部解約 ○ ○
16 解約 ○ ○
17 控除証明書再発行 ○ ○
18 契約�変更 × ○
19 契約�生年月日・性別訂正 × ○
20 被保険�生年月日・性別訂正 × ○
21 出生被保険�登録 × ○
22 特約中途付加 × ○
23 家族型��変更 × ○
24 復活 × ○
25 中途一部一時払 × ○
26 質権設定 × ○
27 年金支払・�護保障への移行 × ○
※ご対応は、契約�さまからのお申し出に限定させて�きます。
※ 上記お�続きには当社所定の請求書以外に項目毎に必要書�のご提出をお願いしています。また、本社ダイレクト対

応では処理出来ない項目（×表示）は、現地の担当�（�理店など）が対応させて�きます。

Ⅳ−４  ご契約者に対する情報提供の実態

（1）経営活動に関する情報提供

①　ディスクロージャー誌等による情報提供

経営の内容に関する現状のご報告資料として、「フコクしんらいレ�ート」（本�）を毎年作フコクしんらいレ�ート」（本�）を毎年作しんらいレ�ート」（本�）を毎年作

成しております。本�は、当社本社ならびに主要な�理店に常時備え置き、生命保険協会など

関係機関へも�付しています。さらに、本�を当社インターネットホームページにも掲示し、

広く閲覧いただけるよう対応しております。

なお、ご契約�へ年１回ご送付する「ご契約内容のお知らせ」とともに、直近の主要業績の

内容等を記�した小冊子「営業のご案内」をお送りしています。

②　インターネットホームページによる情報提供

当社では、インターネットホームページを通じて、取扱商品のご案内、経営内容に関する情

報提供等を行っております。経営全般に関する情報などは「��ースリリース」として、当社などは「��ースリリース」として、当社「��ースリリース」として、当社��ースリリース」として、当社」として、当社として、当社、当社

業務に係わる情報などは「トピックス」により�種情報を�時発信しています。などは「トピックス」により�種情報を�時発信しています。「トピックス」により�種情報を�時発信しています。トピックス」により�種情報を�時発信しています。」により�種情報を�時発信しています。

（ホームページアドレス…http://www.fukokushinrai.co.jp/）

Ⅳ  直近事業年度における事業の概況
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Ⅳ  直近事業年度における事業の概況

（2）ご契約に関する情報提供

①　ご契約前の情報提供

当社が販売している保険種�は「保険種�のご案内」でご案内しております。また、個別商品に関

する特長やしくみについては、パンフレット、契約概要、保険設計書にてご説明しております。

ご契約の際には、ご確認いただきたい重要事項について平易に解説した「ご契約のしおり・

約款」をお渡しし、注意喚起情報・お客さまの個人情報に関する重要事項についてご確認いたお客さまの個人情報に関する重要事項についてご確認いたの個人情報に関する重要事項についてご確認いた

だくとともに、「意向確認書」を用いて、お申込みいただく保険商品がお客さまの意向（�ー�）お客さまの意向（�ー�）の意向（�ー�）

に合致するものであることを保険契約の締結前に最終的にお客さまに確認いただくことにしてお客さまに確認いただくことにしてに確認いただくことにして

おります。

②　ご契約後の情報提供

ご契約締結後は、次のような情報提供を行っております。

保険料払込に関するお知らせ
・保険料口座振替についてのご案内（年払、半年払）
・生命保険料再請求のお知らせ
・保険料お立替えのご案内

保険契約の状況に関するお知らせ

・ご契約内容のお知らせ
・保険契約失効のご案内
・保険期間満了のお知らせ
・保険契約更新のご案内

貸付金等に関するお知らせ ・利息繰入れのご案内

満期に伴う返戻金に関するお知らせ ・満期に伴う返戻金のご案内

その他 ・保険料控除証明書

③　ご契約内容等に関する情報提供

ご契約�からのご照会につきましては、「お客さまサービス室」で対応いたします。お客さまサービス室」で対応いたします。サービス室」で対応いたします。

�種契約内容に関するご照会はもとより、解約返戻金等の試算、貸付金の残高等、さまざま

なご照会が可能です。お客さま専用のフリーダイヤル（0120�700�651）は、月�金（�・日・お客さま専用のフリーダイヤル（0120�700�651）は、月�金（�・日・

祝日・年末年始を除く）の午前 9 時から午後 5 時までご利用いただけます。

（パンフレット）（保険種�のご案内） （ご契約のしおり・約款）
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Ⅳ−５  商品に対する情報及びデメリット情報の提供の方法
ご契約�が、生命保険商品及び制度についてご存じなかったことにより、不利益を被ることがないように、じなかったことにより、不利益を被ることがないように、なかったことにより、不利益を被ることがないように、

ご契約�に是非ご理解�きたい情報につきまして、ご契約の際にお渡ししている「ご契約のしおり・約款」ご理解�きたい情報につきまして、ご契約の際にお渡ししている「ご契約のしおり・約款」�きたい情報につきまして、ご契約の際にお渡ししている「ご契約のしおり・約款」

および「注意喚起情報」に記�しております。主なものは次のとおりです。

クーリング・オフ制度

告知義務・告知義務違反

保険金・給付金を支払わ

ない場合

契 約 の 失 効

解 約 返 戻 金

お申込�またはご契約�は、お申し込みの�回またはご契約の解除（以下「申申込�またはご契約�は、お申し込みの�回またはご契約の解除（以下「申ご契約�は、お申し込みの�回またはご契約の解除（以下「申契約�は、お申し込みの�回またはご契約の解除（以下「申

し込みの�回等」といいます。）について記�した書面を交付された日とご契

約の申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて 8 日以内であれば、書面（�（�

送）により申し込みの�回等をすることができます。により申し込みの�回等をすることができます。

但し、保険会社の指定した医師の診査を受けた場合や�人をご契約�とする

保険契約等の場合は、クーリング・オフの取り扱いは出来ません。

保険会社が契約を引き受ける場合、お客さまから健康状態や�業などの重要

事項についてありのままをお知らせしていただくことになっております。この

制度を告知義務といいます。

告知をされる際に、事実と異なることを告知された場合は、「告知義務違反」

として契約が保険会社より解除されることがあります。

契約が継続されていても保険金や給付金が支払われない場合があります。た

とえば、①被保険�が契約日または復活日から 3 年以内に自殺したとき②契約契約

�または��保険金受取人が�意に被保険�を��させたとき���その他の��保険金受取人が�意に被保険�を��させたとき���その他の

変乱によって��したとき（ただし、��した被保険�の数によっては��保

険金を全額または削減して支払うことがあります。）等の場合には、��保険等の場合には、��保険には、��保険、��保険��保険

金等は支払われません。等は支払われません。は支払われません。

給付金が支払われない場合についても保険金と同様にお支払い出来ない条件

がありますので、「ご契約のしおり・約款」「注意喚起情報」をご一�願います。「注意喚起情報」をご一�願います。をご一�願います。

保険料の払込がなく、払込の猶予期間を過ぎた場合、猶予期間の満了日の翌

日からご契約は効力を失います。この場合、保険金・給付金が支払われなくなご契約は効力を失います。この場合、保険金・給付金が支払われなくな効力を失います。この場合、保険金・給付金が支払われなくな

りますのでご注意願います。

なお、保険種�によっては、保険料の払込がなく、払込の猶予期間を過ぎた

場合でも、特に反対のお申出がない限り、解約返戻金の��内で自動的に保険

料を立替え、ご契約を有効に存続させる制度があります。ご契約を有効に存続させる制度があります。契約を有効に存続させる制度があります。

ご契約が解約された場合などに、ご契約�にお支払いする返戻金をいいます。

生命保険では、お払込みいただいた保険料のうち、一部は保険金等の支払に、

一部は契約を管理する費用等に充てられており、解約されますと解約返戻金は

多くの場合、払い込んだ保険料より少なく、特に短期間ですと解約返戻金はま

ったくないか、あってもごくわずかな額となります。なお、解約返戻金なし特

則を付加した医療保険（付加した所定の特約を含みます。）については、解約

返戻金はありません。

Ⅳ  直近事業年度における事業の概況
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Ⅳ  直近事業年度における事業の概況

Ⅳ−６  代理店教育・研修の概略
（1）代理店教育の基本的考え方

「共栄火災の関�会社として、お客さま一人�とりのリスクをお客さまと共に考え、それらのリス関�会社として、お客さま一人�とりのリスクをお客さまと共に考え、それらのリス会社として、お客さま一人�とりのリスクをお客さまと共に考え、それらのリスお客さま一人�とりのリスクをお客さまと共に考え、それらのリス一人�とりのリスクをお客さまと共に考え、それらのリスお客さまと共に考え、それらのリスと共に考え、それらのリス

クを保険でカバーするためには、生命保険だけでなく損害保険も含め幅広い保障の提案が不可欠」と

の考えから、当社では、損害保険�理店が生命保険を併売していくことを前提とした教育・研修をす

すめております。

お客さまの日常生活や経済活動における様々なリスクをカバーするために最適な生命保険商品と損の日常生活や経済活動における様々なリスクをカバーするために最適な生命保険商品と損

害保険商品を提供し、または組み合わせることで、お客さまの�ー�に合った合理的な保障内容を提お客さまの�ー�に合った合理的な保障内容を提の�ー�に合った合理的な保障内容を提

案していく力を備えた�理店を育成していきます。

　

代理店委託からの期間

〈代理店教育研修の基本的な流れ〉

業 界 共 通 教 育

当 社 独 自 研 修

委託 登録 登録後１年以内 登録後２年以内

▽ ▽ ▽ ▽
登録前研修 販売基礎研修

（登録後研修）
専門課程研修 応用課程研修

生保大学課程研修

セールス基礎コース　基礎知識編

セールス基礎コース　販売スキル編

ステップアップコース法人編

（2）業界共通教育

初めて�理店となる場合には、業界共通教育カリキ�ラムに基づいて、一般課程研修（登録前）を

実施し、登録日後においては販売基礎研修（登録後研修）を行います。以後�段階に応じて、専門課

程試験、応用課程試験、生保大学課程試験への取組みを行い、より幅の広い知識、販売��の�得をみを行い、より幅の広い知識、販売��の�得をを行い、より幅の広い知識、販売��の�得を

目指すよう指導しております。

（3）当社独自研修

①　セールス基礎コース　基礎知識編

生命保険の必要性、生命保険の現状、�理店の責務と正しい募集活動、フコクしんらい生命商フコクしんらい生命商しんらい生命商

品、主契約と特約、生命保険の基本型、保険設計書の作成、保険申込書の機械作成、新契約事務、

診査、保全の知識、事例研究、意見・情報交換、ケーススタディ、対策検討、コンプライアンス、

事業ビジョン、ビジョン達成のためのアクションプラン

②　セールス基礎コース　販売スキル編

購買心理とセールスプロセス、販売プロセスの概況、アプローチの仕方、アプローチ��、プ

レゼンの仕方、クロージングと��セールス

③　ステップアップコース　法人編

�人と生命保険の必要性、�人マーケットの現状、�人の生命保険�ー�、�人向け保険の概

況、�人加入状況、アプローチ、アプローチロープレ、アプローチ��、�務の基礎知識、プレ

ゼンの仕方、提案の仕方、提案書作成実務、コンプライアンス
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Ⅳ− 7  新規開発商品の状況
当社では、平成８年 10 月の開業当時から、お客さまの多様な�ー�にお応えすべく�富な商品ラインさまの多様な�ー�にお応えすべく�富な商品ラインの多様な�ー�にお応えすべく�富な商品ライン

ナップを取り揃え、個々のお客さまによりフィットした自�な商品設計をご提供するよう努力してまいりさまによりフィットした自�な商品設計をご提供するよう努力してまいりによりフィットした自�な商品設計をご提供するよう努力してまいり

ました。

①　企業・�体の弔慰金・����金等の裏付けとして、福利厚生制度の充実にお役だていただくため

の総合福祉�体定期保険（平成８年 12 月）

②　期間の経過とともに責任が増加するというお客さまのために、保険料が一定で保障額が�増していさまのために、保険料が一定で保障額が�増していのために、保険料が一定で保障額が�増してい

く�増定期保険（平成９年 10 月）

�　解約返戻金の水準を一定期間低く設定し、これを保険料に反映させることにより、保険契約�が保

険契約を長期に継続することを支援する５年ごと利差�当付低解約返戻金型終身保険と無�当低解約

返戻金型終身保険（平成 12 年５月）

④　病気やケガで入院したとき、入院日数に応じて給付金を支払う無�当医療保険（平成 13 年 1 月）

⑤　申込に際して告知、診査を不要とした低解約返戻金型終身保険（無選択型）（平成 15 年 12 月）

⑥　保障を月額で考え、合理的な保障内容をご提供する収入保障保険（平成 16 年 9 月）

⑦　解約返戻金の水準を一定期間低く設定し、これを保険料に反映させることにより、保険契約�が保

険契約を長期に継続することを支援する低解約返戻金型長期定期保険（平成 17 年 7 月）

⑧　金融機関による窓口販売商品として、加入時に定めた年金額を年金支払日に支払う�か、年金支払　金融機関による窓口販売商品として、加入時に定めた年金額を年金支払日に支払う�か、年金支払金融機関による窓口販売商品として、加入時に定めた年金額を年金支払日に支払う�か、年金支払

開始日前に被保険�が��した場合は��給付金（不慮の事�等で��した場合は災害��給付金と災害��給付金と

して��給付金の 1.1 �）を支払う 3 年ごと利差�当付災害��給付金付個人年金保険（平成 20 年��給付金の 1.1 �）を支払う 3 年ごと利差�当付災害��給付金付個人年金保険（平成 20 年

4 月）

Ⅳ  直近事業年度における事業の概況
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Ⅳ  直近事業年度における事業の概況

Ⅳ− 8  保険商品一覧

名称（保険種類） 特　　　　　　徴

終身保険 １．生涯にわたって保障が続きます
保険料払込終了後も��・高度障害の保障は生涯にわたって続きます。
２．オーダーメイドで保障プランを設計できます

さまざまな特約を付加し、ライフプランにあわせて、お客さまだけの保障プラ
ンを設計できます。
３．保険料払込終了後の保障は、３プランから選択できます

保険料払込期間終了後は、生涯保障をそのまま続けるか、または、年金プラン、
�護保障プランを選択することができます。
４．配当金の可能性があります

契約��当金は、責任準備金などの運用益が当社の予定した運用益をこえた場
合に、ご契約後５年ごとにお支払いします。

５年ごと利差配当付

終身保険

無配当

終身保険

１．生涯にわたって保障が続きます
保険料払込終了後も��・高度障害の保障は生涯にわたって続きます。
２．オーダーメイドで保障プランを設計できます

さまざまな特約を付加し、ライフプランにあわせて、お客さまだけの保障プラ
ンを設計できます。
３．保険料払込終了後の保障は、３プランから選択できます

保険料払込期間終了後は、生涯保障をそのまま続けるか、または、年金プラン、
�護保障プランを選択することができます。

５年ごと利差配当付

低解約返戻金型

終身保険

１．保険料が割安です
低解約返戻金期間（保険料払込期間）中の解約返戻金は、｢５年ごと利差�当
付終身保険」の解約返戻金の70％の水準に設定されており、その分保険料が
割安となっております。
２．ご契約が長期間になれば有利になります

低解約返戻金期間（保険料払込期間）満了後の解約返戻金は、｢５年ごと利差
�当付終身保険」の解約返戻金と同額となりますので、保険料が割安である分、
｢５年ごと利差�当付終身保険」よりも有利になります。
３．生涯にわたって保障が続きます

保険料払込終了後も��・高度障害の保障は生涯にわたって続きます。
４．オーダーメイドで保障プランを設計できます

さまざまな特約を付加し、ライフプランにあわせて、お客さまだけの保障プラ
ンを設計できます。
５．保険料払込終了後の保障は、３プランから選択できます。

保険料払込期間終了後は、生涯保障をそのまま続けるか、または、年金プラン、
�護保障プランを選択することができます。
６．配当金の可能性があります

契約��当金は、責任準備金などの運用益が当社の予定した運用益をこえた場
合に、ご契約後５年ごとにお支払いします。

無配当

低解約返戻金型

終身保険

１．保険料が割安です
低解約返戻金期間（保険料払込期間）中の解約返戻金は、｢無�当終身保険」
の解約返戻金の70％の水準に設定されており、その分保険料が割安となって
おります。
２．ご契約が長期間になれば有利になります

低解約返戻金期間（保険料払込期間）満了後の解約返戻金は、｢無�当終身保険」
の解約返戻金と同額となりますので、保険料が割安である分、｢無�当終身保険」
よりも有利になります。
３．生涯にわたって保障が続きます

保険料払込終了後も��・高度障害の保障は生涯にわたって続きます。
４．オーダーメイドで保障プランを設計できます

さまざまな特約を付加し、ライフプランにあわせて、お客さまだけの保障プラ
ンを設計できます。
５．保険料払込終了後の保障は、３プランから選択できます。

保険料払込期間終了後は、生涯保障をそのまま続けるか、または、年金プラン、
�護保障プランを選択することができます。

（1）個人向け商品〔主契約〕
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名称（保険種類） 特　　　　　　徴

終身保険

無配当

長寿祝金支払特則付
低解約返戻金型
終身保険
（無選択型）

１．満60歳から満80歳の方なら簡単に入れます
高齢で保険加入をあきらめていた方でも、ご契約いただけます。（契約日から
２年以内に疾病により��されたときは、既払込保険料相当額の��給付金を
お支払いします。）
２．医師の診査・告知は不要です

健康状態に関する医師の診査や告知は行いません。また、�業の告知も求めま
せん。
３．長寿の節目に祝金

��保障だけでなく、長寿のお祝いの時期（70歳・77歳・88歳）には保険金
額の10％に相当する額の長寿祝金が受け取れます。（契約時の年齢によっては
受け取れない場合があります。）
４．低解約返戻金型

終身にわたって解約返戻金を低く設定することにより、その分保険料が割安と
なるよう設計されています。

定期保険 １．掛け捨てタイプだから小さな負担で大きな保障
万一のときの保障だけを追求した掛け捨てタイプ。一定期間の確実な保障を無
理のないご負担で得られます。（満期保険金はありません。）
２．ご契約は自動更新ができます

保険期間が満了したときに、健康状態にかかわらず所定の要件を満たせば、ご
契約を自動的に更新できます。
３．オーダーメイドで保障プランを設計できます

さまざまな特約を組み合わせることにより、お客さまだけの保障プランを設計
することができます。

無配当

定期保険

無配当

低解約返戻金型
長期定期保険

１．保険料が割安です
低解約返戻金期間中の解約返戻金は、「無�当定期保険」の解約返戻金の70％
の水準に設定されており、その分保険料が割安となっております。
２．安心の長期保障

保険期間中、長期にわたり��・高度障害保障が続きます。
３．オーダーメイドで保障プランを設計できます

さまざまな特約を組み合わせることにより、お客さまだけの保障プランを設計
することができます。

無配当

収入保障保険

１．毎月の生活費の保障が確保できます
被保険�が��や高度障害になった場合、年金（遺族年金・高度障害年金）を
年金支払満了日まで毎月お支払いします。
２．年金の受取期間は任意で設定可能です

年金支払満了日はお受取人の都合にあわせて保険期間満了日と同一、またはそ
れ以降、所定の��内で任意に設定することができます。
３．満了時に満期給付金をお支払いします
「満期給付金支払特則」を付加した場合、年金の支払事�に該当することなく、
保険期間満了時に生存しているときに満期給付金をお支払いします。
４．年金のお受取方法が選べます

年金の受取にかえて、年金の全部または一部の未支払分の現価を一時にお受取
りいただくことができます。また、年金のすえ置支払を選択することができま
す。
５．オーダーメイドで保障プランを設計できます

さまざまな特約を組み合わせることにより、お客さまだけの保障プランを設計
することができます。

無配当

逓増定期保険

１．保険料は一定のまま、保障は毎年増額します
保険期間中保険料は一定のままですが、保障は一定の割合で毎年増え続けます。

（満期保険金はありません。）
２．保険金額が増える割合の違いで2タイプあります

10%単利型（Ⅰ型）…保険金額が毎年10%単利で増加します。
５%複利型（Ⅱ型）…保険金額が毎年5%複利で増加します。

　（ いずれの型も、保険金額はご契約時の基本保険金額の5�を限度に増加し、
以後定額となります。）

３．ご契約の自動更新ができます
保険期間が満了したときに、健康状態にかかわらず所定の要件を満たせば、無
�当定期保険として自動的に更新できます。

Ⅳ  直近事業年度における事業の概況
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Ⅳ  直近事業年度における事業の概況

名称（保険種類） 特　　　　　　徴

養老保険 １．保障と貯蓄のダブル機能
万一のときは��・高度障害保険金をお支払いし、無事に満期を迎えられたと
きは満期保険金をお支払いします。保障を確保しながら計画的に資金づくりが
できます。
２．オーダーメイドで保障プランを設計できます

さまざまな特約を組み合わせることにより、お客さまだけの保障プランを設計
することができます。
３．配当金の可能性があります

契約��当金は、責任準備金などの運用益が当社の予定した運用益をこえた場
合に、ご契約後５年ごとにお支払いします。

５年ごと利差配当付

養老保険

無配当

養老保険

１．保障と貯蓄のダブル機能
万一のときは��・高度障害保険金をお支払いし、無事に満期を迎えられたと
きは満期保険金をお支払いします。保障を確保しながら計画的に資金づくりが
できます。
２．オーダーメイドで保障プランを設計できます

さまざまな特約を組み合わせることにより、お客さまだけの保障プランを設計
することができます。

個人年金保険 １．年金の受取方法は、確定年金と10年保証期間付終身年金の2タイプ
確定年金 ５年、10年、15年の期間、年金をお支払いするものです。被保険

�が年金支払期間中に��した場合には、遺族に未払年金の現価を
一括してお支払いします。あらかじめ年金受取期間が定められてい
るため、終身年金より保険料は安くなります。

終身年金

（定額型）逓増型
・

10年保証期間付 年金を毎年終身にわたりお支払いするもので、被保険�が��した
時点で年金支払が終了します。ただし、年金支払開始日以後10年以
内に被保険�が��した場合には、残余保証期間中の未払年金の現
価を一括してお支払いします。また、年金の型は、毎年の年金額が
一定の定額型と毎年の年金額が増える�増型があります。

５年ごと利差配当付

個人年金保険

２．生存保障重点型年金です
上記2タイプとも年金支払開始日前の��保障を抑えることにより年金額を多
くするように設計してあります。

3年ごと利差配当付

災害死亡給付金付
個人年金保険

１．年金の受取方法は、5年または10年確定年金の2タイプ
年金額が一定の定額型で支払期間 5 年または 10 年の 2 タイプがあります。
２．万一のときは、死亡給付金が支払われます

年金支払開始日前に被保険�が��されたときは、��給付金をお支払いしま
す。被保険�が不慮の事�や所定の感染症で��されたときは、��給付金の
1.1 �の災害��給付金をお支払いします。
３．一時払型と積立型があります

お客さまの�ー�にあわせて、保険料の払込方�として契約時に一時にお払い
込みいただく「一時払型」、毎月お払い込みいただく「積立型」の中からお選
びいただけます。

こども保険 １．お子さまのご成長にあわせて、祝金をお受け取りできます
お子さまが小学校、中学校、高校、大学に入学のときに祝金がお受け取りにな
れますので、お子さまの教育資金づくりをサ�ートできます。（ご契約時のお
子さまの年齢が４歳�９歳の場合は、祝金の受け取りは中学校入学からとなり
ます。）
２．ご契約者が万一のときには、養育年金をお支払いします

ご契約�が��・高度障害のとき、養育年金が満期までお受け取りになれます。
また、この場合、それ以降の保険料のお払込みが免除されます。
３．安心の医療保障

こども医療特約を付加されますと、お子さまの病気・災害などの保障の幅が広
がります。

５年ごと利差配当付

こども保険
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名称（保険種類） 特　　　　　　徴

疾病・医療保険 所定の悪性新生物（がん）・急性心筋梗塞・脳卒中に対する保障および死亡保
障を生涯にわたって確保できます
所定の悪性新生物（がん）・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になられた場合、
特定疾病保険金をお支払いします。保障期間は生涯にわたって続きます。
※１．��・高度障害のときは��・高度障害保険金をお支払いします。ただ

し、特定疾病保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅しますので、��・
高度障害保険金は支払われません。

※２．責任開始期前に悪性新生物（がん）に罹患したと診断確定されていた場
合には、責任開始期以後に新たに悪性新生物（がん）に罹患しても特定疾
病保険金のお支払はいたしません。また、責任開始期（または復活日、復
旧日）から起算して90日以内に乳房の悪性新生物（乳がん）に罹患しても、
特定疾病保険金のお支払はいたしません。

５年ごと利差配当付
特定疾病保障
終身保険

無配当

特定疾病保障
定期保険

１．所定の悪性新生物（がん）・急性心筋梗塞・脳卒中に対する保障および死亡
保障を一定期間確保できます
所定の悪性新生物（がん）・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態になられた場合、
特定疾病保険金をお支払いします。
※１.　��・高度障害のときは��・高度障害保険金をお支払いします。た

だし、特定疾病保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅しますので、��・
高度障害保険金は支払われません。

※２．責任開始期前に悪性新生物（がん）に罹患したと診断確定されていた場
合には、責任開始期以後に新たに悪性新生物（がん）に罹患しても特定疾
病保険金のお支払はいたしません。また、責任開始期（または復活日）か
ら起算して90日以内に乳房の悪性新生物（乳がん）に罹患しても、特定
疾病保険金のお支払はいたしません。

２．ご契約の自動更新ができます
保険期間が満了したときに、健康状態にかかわらず所定の要件を満たせば、ご
契約を自動更新できます。

無配当

医療保険

１．病気、災害による入院や所定の手術に対して保障します
病気や災害（不慮の事�）により 2 日以上継続して入院されたときには入院給
付金を、所定の��を受けられたときには��給付金をお支払いします。
２．１泊２日の短期入院から最長1095日までの長期入院も保障します

１泊２日以上の入院なら、１日目から保障します。
また、1095 日型をお選びいただきますと、１回の入院につき、最高 1095 日
まで保障しますので長期入院でも安心です。
1095 日型以外に 120 日型または 60 日型をお選びいただくこともできます。
３．終身保障タイプと定期保障タイプがあります

生涯にわたって医療保障が続けられる終身保障タイプと、一定期間の医療保障
を得ることができる定期保障タイプをご用意しており、ライフプランに応じて
お選びいただけます。
４．死亡保障を省いた分、保険料が割安です

医療保障だけ�しいという�ー�にお応えして、��保障をなくしました。（�
�保障をお求めの場合は特約を付加して下さい｡）
※主たる被保険�（本人）が��されたときご契約は消滅します。そのときの

解約返戻金はありません。
５．保険料の割安な解約返戻金なしタイプもございます

解約返戻金のある標準タイプに加え、保険料の割安な解約返戻金なしタイプも
ご選択いただけます。
６�．ご家族に保障を広げることができるように、本人型のほか３つの型がありま
す
●本人・�偶�型　●本人・子型　●本人・�偶�・子型（�偶�・こどもの
入院給付金額は本人の 60％）

Ⅳ  直近事業年度における事業の概況
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Ⅳ  直近事業年度における事業の概況

利　用　目　的 特　約　名 内　　　　　　　容

主契約の被保険�の��・
高度障害の保障を大きくし
ます。

平準定期保険特約
特約の保険期間中に被保険�が��・高度障害状態となられ
たとき保険金をお支払いします。保険期間中、保険金額は一
定です。

逓減定期保険特約

特約の保険期間中に被保険�が��・高度障害状態となられ
たとき保険金をお支払いします。保険金額は、１年ごとに�
減します。最終保険金額割合（初年度の保険金額に対する最
終保険年度の保険金額の割合）は、所定の��内で 60％、
40％、20％の中から選択できます。

収 入 保 障 特 約

被保険�が��・高度障害になられたとき以降、特約の保険
期間の終期まで毎月年金をお支払いします。最低支払保証期
間（支払事�に該当した時期にかかわらず年金のお支払を保
証する期間）は、所定の��内で１年、２年、５年、10 年
の中から選択できます。

主契約の保障内容にがん・
急性心筋梗塞・脳卒中に対
する保障を付加します。

特 定 疾 病 保 障
定 期 保 険 特 約

所定の悪性新生物（がん）・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の
状態になられた場合、特定疾病保険金をお支払いします。ま
た、��・高度障害のときは��・高度障害保険金をお支払
いします。ただし、特定疾病保険金をお支払いした場合、ご
契約は消滅しますので、��・高度障害保険金は支払われま
せん。
※ 責任開始期前に悪性新生物（がん）に罹患したと診断確定

されていた場合には、責任開始期以後に新たに悪性新生物
（がん）に罹患しても特定疾病保険金のお支払はいたしま
せん。また、責任開始期（または復活日、復旧日）から起
算して 90 日以内に乳房の悪性新生物（乳がん）に罹患し
ても、特定疾病保険金のお支払はいたしません。

②災害や疾病の保障を追加するための特約

利　用　目　的 特　約　名 内　　　　　　　容

災害による��・高度障害
の保障を大きくします。 災 害 割 増 特 約

災害（不慮の事�）で 180 日以内に��・高度障害になら
れたとき、または所定の感染症により��・高度障害になら
れたとき、保険金をお支払いします。

災害による��・身体障害
の保障を大きくします。 傷 害 特 約

災害（不慮の事�）で 180 日以内に��した場合、または
所定の感染症により��した場合には災害��保険金を、ま
た、災害（不慮の事�）によって 180 日以内に身体に所定
の障害を受けた場合には、所定の障害給付金（障害の程度に
応じて災害��保険金の１割� 10 割に相当する額）をお支
払いします。
ご家族にも保障を広げることができるように、本人型の�か
3 つの型があります。（�偶�・こどもの保険金額は本人の
60％）
● 本人・�偶�型　● 本人・子型　● 本人・�偶�・子型
　（ �偶�とこどもの��は同一戸籍に記�されている�偶

�と満 20 歳未満のこどもで、こどもは契約後に生まれる
こどもも含めて何人でも保障します。）

（2）個人向け商品〔特約〕
注 �特約によっては、保険種類やご契約内容等により付加できない場合があります。

①死亡・高度障害の保障を大きくするための特約
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利　用　目　的 特　約　名 内　　　　　　　容

災害による入院の保障を付
加します。 災 害 入 院 特 約

災害（不慮の事�）により入院されたとき、入院給付金をお
支払いします。ご家族にも保障を広げることができるように、
本人型の�か 3 つの型があります。（�偶�・こどもの入院
給付金日額は本人の 60％）
● 入院給付金�� 不慮の事�で、事�の日から 180 日以内に

５日以上継続して入院されたときにお支払
いします。１事�による入院についてのお
支払日数の限度は 120 日・360 日・730 日
の中から選択いただけます。（総支払限度日
数はいずれの場合も 730 日）

　 　　　　　　支払金額＝ 入院給付金日額×
　　　　　　　　　　　　（入院日数−入院開始日から４日）
※疾病入院特約とあわせて付加していただきます。

病気による入院の保障を付
加します。病気・災害によ
る��も保障します。

疾 病 入 院 特 約

病気により入院したとき、または所定の��を受けたとき、
入院給付金・��給付金をお支払いします。ご家族にも保障
を広げることができるように、本人型の�か 3 つの型があり
ます。（�偶�・こどもの入院給付金日額は本人の 60％）
● 入院給付金�� 疾病で５日以上継続して入院されたときお

支払いします。１入院についてのお支払日
数の限度は 120 日・360 日・730 日の中か
ら選択いただけます。（総支払限度日数はい
ずれの場合も 730 日）

　 　　　　　　支払金額＝入院給付金日額×
　　　　　　　　　　　　（入院日数−入院開始日から４日）
● ��給付金�� 疾病または災害（不慮の事�）による傷害

で所定の��を受けられたときお支払いし
ます。��給付金は��の都度何回でもお
支払いします。

　　　　　　　 支払金額＝ 入院給付金日額×��の種�に応
じた所定の�率（10 �・20 �・
40 �）

※災害入院特約とあわせて付加していただきます。

災害により入院された後の
自宅療養期間（通院）に対
する保障を付加します。

災 害 退 院 後

療 養 特 約

災害入院特約の入院給付金の支払われる日数が 20 日以上の
入院をされた後、�院されたときに災害療養給付金（災害入
院特約の入院給付金日額の 10 �に相当する額）をお支払い
します。災害入院特約と同様、�偶�・こどもを被保険�に
加えることができます。（�偶�・こどもの療養給付金額は
本人の 60％）
※ 災害入院特約、疾病入院特約、疾病�院後療養特約とあわ

せて付加していただきます。

病気により入院された後の
自宅療養期間（通院）に対
する保障を付加します。

疾 病 退 院 後

療 養 特 約

疾病入院特約の入院給付金の支払われる日数が 20 日以上の
入院をされた後、�院されたときに疾病療養給付金（疾病入
院特約の入院給付金日額の 10 �に相当する額）をお支払い
します。疾病入院特約と同様、�偶�・こどもを被保険�に
加えることができます。（�偶�・こどもの療養給付金額は
本人の 60％）
※ 災害入院特約、疾病入院特約、災害�院後療養特約とあわ

せて付加していただきます。

成人病による入院の際の保
障を付加します。 成人病保障特約

５大成人病（がん・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患・脳血管
疾患）により入院されたとき、入院給付金をお支払いします。
● 入院給付金�� ５大成人病で５日以上継続して入院された

ときお支払いします。1 入院についてのお支
払日数の限度は 120 日・360 日・730 日の
中から選択いただけます。（総支払限度日数
はいずれの場合も 730 日）

　　　　　　　 支払金額＝ 入院給付金日額×（入院日数−
入院開始日から４日）

※ 災害入院特約、疾病入院特約とあわせて付加していただきま
す。

Ⅳ  直近事業年度における事業の概況
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Ⅳ  直近事業年度における事業の概況

利　用　目　的 特　約　名 内　　　　　　　容

女性特有の疾病や成人病に
よる入院の際の保障を付加
します。

女 性 医 療 特 約

女性特有の疾病や成人病（がん・糖尿病・心疾患・高血圧性
疾患・脳血管疾患・甲状腺障害・造血器の障害等）により入
院されたとき、入院給付金をお支払いします。
● 入院給付金�� 上記の疾患で５日以上継続して入院された

ときお支払いします。１入院についてのお
支払日数の限度は 120 日・360 日・730 日
の中から選択いただけます。（総支払限度日
数はいずれの場合も 730 日）

 　　　　　　　支払金額＝ 入院給付金日額×（入院日数−
入院開始日から４日）

※ 災害入院特約、疾病入院特約とあわせて付加していただきま
す。

お子さまが入院されたとき
の保障を付加します。病気、
災害による��も保障しま
す。

こども医療特約

お子さまが災害（不慮の事�）や病気により入院されたとき、
または所定の��を受けられたとき、入院給付金・��給付
金をお支払いします。
● 入院給付金�� 不慮の事�や疾病で５日以上継続して入院

されたときお支払いします。１入院につい
てのお支払日数の限度は 120 日、保険期間
中の総支払限度日数は 730 日です。

　　　　　　　 支払金額＝ 入院給付金日額×（入院日数−
入院開始日から４日）

● ��給付金�� 不慮の事�や疾病で所定の��を受けられ
たときお支払いします。��給付金は��
の都度何回でもお支払いします。

 　　　　　　　支払金額＝ 入院給付金日額×��の種�に応
じた所定の�率（10�・20�・40
�）

※５年ごと利差�当付こども保険に付加する特約です。

③ご家族の死亡・高度障害保障のための特約

利　用　目　的 特　約　名 内　　　　　　　容

主契約の被保険�の�偶�
に��・高度障害の保障を
付加します。

配 偶 者 定 期
保 険 特 約

主契約の被保険�の�偶�の方が特約の保険期間中に��・
高度障害状態となられたとき保険金をお支払いします。

主契約の被保険�のお子さ
まに��・高度障害の保障
を付加します。

こ ど も 定 期
保 険 特 約

主契約の被保険�のお子さまが特約の保険期間中に��・高
度障害状態となられたとき保険金をお支払いします。

④死亡・高度障害保障を他の保障に移行させるための特約

利　用　目　的 特　約　名 内　　　　　　　容

終身保険の��・高度障害
保障を年金支払に移行する
場合に付加します。

５年ごと利差配
当 付 年 金 支 払
移 行 特 約

付加できる主契約は、５年ごと利差�当付終身保険、無�当
終身保険、５年ごと利差�当付低解約返戻金型終身保険、無
�当低解約返戻金型終身保険です。主契約の保険料払込終了
後、契約日から一定期間経過後および移行日の年齢の条件を
満たす場合に付加できます。��・高度障害保障の一部を年
金支払に変更することも可能です。

終身保険の��・高度障害
保障を�護保障に移行する
場合に付加します。

５年ごと利差配
当 付 介 護 保 障
移 行 特 約

付加できる主契約は、５年ごと利差�当付終身保険、無�当
終身保険、５年ごと利差�当付低解約返戻金型終身保険、無
�当低解約返戻金型終身保険です。主契約の保険料払込終了
後、契約日から一定期間経過後および移行日の年齢の条件を
満たす場合に付加できます。��・高度障害保障の一部を�
護保障に変更することも可能です。
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⑤生存中に保険金を��取れるようにするための特約

利　用　目　的 特　約　名 内　　　　　　　容

被保険�が余命 6 か月以内
と判断されたとき、保険金
の一部または全部をお支払
いします。

リ ビ ン グ・
ニ ー ズ 特 約

この特約を付加した場合、被保険�が余命 6 か月以内と判断
されたとき、請求により��保険金の一部または全部（3,000
万円限度。ただし６か月分の利息と保険料相当額を差し引き
ます。）を特定状態保険金として生前給付します。
※ 主契約または特約が更新する場合を除き、主契約または特

約の保険期間満了前１年以内はお取扱できません。また、
被保険�ご自身が保険金を請求できない特別の事情がある
場合のため指定�理人請求制度があります。

注 �特約によっては、ご契約内容等により付加できない場合があります。
（3）医療保険専用の特約

利　用　目　的 特　約　名 内　　　　　　　容

�院された後の自宅療養期
間に対する保障を付加しま
す。

退院後療養特約

医療保険（主契約）の疾病入院給付金または災害入院給付金
をお支払いする入院日数が 20 日以上となる入院をされた後、
生存して�院されたときに�院療養給付金（基本�院療養給
付金額の 10 �に相当する金額）をお支払いします。ご家族
にも保障を広げることができるように、本人型の�か 3 つの
型があります。（�偶�・こどもの給付金額は本人の 60％）
●本人・�偶�型　●本人・子型　●本人・�偶�・子型
　（ �偶�とこどもの��は同一戸籍に記�されている�偶

�と満 20 歳未満のこどもで、こどもは契約後に生まれる
こどもも含めて何人でも保障します｡）

がんに対する保障を大きく
します。

が ん 入 院 特 約

医療保険（主契約）の責任開始期からその日を含めて 90 日
を経過した日の翌日以後に初めてがんと診断確定され、その
がんにより入院されたとき、がん入院給付金をお支払いします。
・がん入院給付金�� がんにより２日以上継続して入院された

ときお支払いします。１入院についての
お支払い日数の限度は 60 日・120 日・
1095 日の中から選択いただけます。（総
支払限度日数はいずれの場合も 1095 日）

　　　　　　　　 支払金額＝ 入院給付金日額×入院日数
ご家族にも保障を広げることができるように、本人型の�か
3 つの型があります。（�偶�・こどもの給付金額は本人の
60％）
●本人・�偶�型　●本人・子型　●本人・�偶�・子型
 （ �偶�とこどもの��は同一戸籍に記�されている�偶�

と満 20 歳未満のこどもで、こどもは契約後に生まれるこ
どもも含めて何人でも保障します｡）

が ん 診 断
給 付 金 特 約

主たる被保険�（本人）が医療保険（主契約）の責任開始期
からその日を含めて 90 日を経過した日の翌日以後に初めて
がん（上皮内がん、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんを除き
ます）と診断確定されたとき、がん診断給付金をお支払いし
ます。がん診断給付金のお支払は１回のみとします。

一定の��・高度障害保障
を付加します。

終 身 保 険 特 約 主たる被保険�（本人）が��・高度障害状態になられたとき、
保険金をお支払いします。

定 期 保 険 特 約 特約の保険期間中に、主たる被保険�（本人）が��・高度
障害状態になられたとき、保険金をお支払いします。

無事�の場合の祝金として 無事故給付金特約
主契約の主たる被保険�（本人）に対する給付金のお支払い
がなく、かつ、特約の保険期間（５年間）の満了時に生存さ
れている場合に、無事�給付金をお支払いします。

上記の説明内容は個人向け商品（主契約・特約）の概要をご説明したものです。給付内容等の��につきましては、
「商品パンフレット」「ご契約の概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧いただくか、当社まで
お問い合わせください。

Ⅳ  直近事業年度における事業の概況
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Ⅳ  直近事業年度における事業の概況

（4）企業・団体向け商品

総合福祉団体定期保険

�体（会社・協同組合等）の定める福利厚生規程（弔慰金・����金規程等）の円滑な運営ととも

に、所属員の遺族および所属員の生活保障を目的とする全員加入型の�体生命保険です。被保険�が�

�または所定の高度障害状態になられた場合に、�体の福利厚生規程に準拠した��保険金または高度

障害保険金をお支払いします。

団体定期保険（Ｂグループ保険）

�体の所属員を被保険�とし、遺族および所属員の生活保障を目的とする任意加入型の�体生命保険

です。被保険�が��または所定の高度障害状態になられた場合に、��保険金または高度障害保険金

をお支払いします。

また、特約を付加することにより所属員のお子さまも被保険�になれます。さまも被保険�になれます。も被保険�になれます。

団体信用生命保険

賦払債務�を被保険�とし、銀行、信用保証会社などの信用供与機関または信用保証機関をご契約�

とする�体生命保険です。被保険�が��または所定の高度障害状態になられた場合に、被保険�にか

わって債務残高相当額をご契約�にお支払いします。

消費者信用団体生命保険

銀行、信販会社などの信用供与機関または信用保証機関をご契約�とし、その信用供与機関等と一定

の利用限度額の��で繰り返し消費�信用の供与を受ける契約（リボルビングローン契約）を締結して

いる消費�を被保険�とする�体生命保険です。被保険�が��または所定の高度障害状態になられた

場合に、被保険�にかわってその時点の債務残高相当額をご契約�にお支払いします。

Ⅳ−９　情報システムに関する状況

情報システムにつきましては、アウトソーシング方式により基幹システムを運営しております。これに

より、安全、正確、迅速なご契約管理とお客さまへのサービスを支えるシステム構築を推進してまいりまお客さまへのサービスを支えるシステム構築を推進してまいりまへのサービスを支えるシステム構築を推進してまいりま

した。

富国生命保険相互会社のオンラインネットワークを通じて、全国の富国生命支社向けに、金融機関窓口富国生命支社向けに、金融機関窓口支社向けに、金融機関窓口

販売契約における新契約や保全関係の諸帳票を�信するためのシステム基盤を構築しました。また、�理

店向けオンラインシステムにつきましては、従来のサービス（KITねっと）は一般�理店向けとして特化

させ、金融機関�理店向けとして富国生命の�理店オンラインシステム（えふなび）を共同利用する仕組

を構築し、富国生命と同等のサービスを提供できるようにしました。

商品開発面におきましては、平成20年4月からの金融機関窓口販売向けの商品をご提供するシステム

を開発いたしました。
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Ⅳ  直近事業年度における事業の概況

Ⅳ−１０　保険金・給付金等の支払状況に関する調査結果

当社では、平成 19 年 2 月 1 日付けの金融庁から報告徴求に基づき、平成 13 年度から平成 17 年度ま

での 5 年間に保険金・給付金等（以下保険金等といいます。) をお支払いしたご契約について、追加的な

お支払いを要するものがないかの調査の概要について下記のとおりご報告申し上げます。調査の結果、保

険金・給付金でお支払いすべきことが判明したお客さまに、全てお支払いを完了しております。また、失

効返戻金につきましても同様に対�となるお客さまを全て確定し、十分にご案内を申し上げ、ご請求いた

だいたお客さま全てのお支払いを完了している状況です。

この調査の結果を重く受け止め、保険金等のお支払いは、生命保険事業の最も重要な機能であるとの認

識に立ち、今後再発防止に向けた保険金・給付金等のお支払いが適切に行えるようコンプライアンス・リ

スク統轄部内に支払監査室を新設し、別組織によるチェック機能の強化をはじめとした�種施策に徹底し

て取り組み、お客さまからの信�回復に努めてまいります。

お客さまにおかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

調査の結果、追加で保険金等をお支払いするこ
とが確定したものは、1,462 件【17,848 千円】
となりました。

調査結果概要

今回の事案の発生原因の主なものは、下記のと
おりであると考えております。
１） 保険金支払部門の支払査定プロセスの検証機

能が十分ではなかったこと
２） 請求案内漏れはないかという�点での検証が

十分でなかったこと

主な発生原因

1）　保険金・給付金等
　・保険金、給付金支払部門の態勢を強化いたしました。
　・支払漏れ防止及び支払適正性のチェックに伴う事務�続きを強化、改善いたしました。
　・支払漏れ防止のための保険金等支払管理システムのチェック機能を強化いたしました。
　・支払処理後の再検証を強化いたしました。
２）満期・解約等各種返戻金、遅延利息

　・計算基準日の入力チェック項目を追加いたしました。
３）失効返戻金

　・�理店による失効時のご契約�への対応（ご案内とご意思の確認）を徹底いたします。
　・ご契約�への失効のご案内（解約請求書および返信封筒）を 2 回から 4 回へ改めました。
　・住所不明契約の早期解消に努めてまいります。

主 な 再 発 防 止 策

追加でお支払いすることが確定した保険金等の件数と金額
（単位��件、千円）

区

分

保険金 給付金

保険金＋

給 付 金

合計①

返 戻 金

そ の 他

②

合計

①＋②

�

�

障

害

特

定

疾

病

計

�

�

入

院

�

�

障

害

そ

の

他

計

件数 0 0 2 2 0 30 29 0 31 90 92 1,370 1,462
金額 0 0 4,000 4,000 0 1,692 2,185 0 1,870 5,747 9,747 8,101 17,848
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Ⅳ  直近事業年度における事業の概況

Ⅳ− 11　保険金・給付金のお支払状況について

平成 19 年度（平成 19 年 4 月�平成 20 年 3 月）の間に保険金等をお支払いしたご契約は、保険金

16,235 件、・給付金 3,631 件となりました。一方で、適正な支払査定の結果、お支払いに該当しないと

判断したご契約は、保険金 12 件、給付金 128 件でした。

■お支払いに該当しないと判断したご契約件数 (平成 19年度 )　　�( ご参考　平成 18年度 )

■用語のご説明

区　　　　分
保険金 給付金 合　計

詐欺による無効 0 0 0

不�取得目的による無効 0 0 0

告知義務違反による解除 0 7 7

重大事�による解除 0 0 0

免責事�に該当 5 0 5

支払事�に非該当 7 121 128

その他 0 0 0

不払件数合計 12 128 140

【ご参考】お支払件数 16,235 3,631 19,866

保険金 給付金 合　計
0 0 0

0 0 0

5 14 19

0 0 0

1 4 5

40 190 230

1 0 1

47 208 255

16,314 3,933 20,247

注：�上記実績はご請求種類ごとに集計した�個人保険・団体保険の合計です。ご請求内容によっては�

1契約で複数の件数を集計する場合�あります。

詐欺による無効
契約�または被保険�の詐欺により保険契約が締結（または復活）された場合、保
険契約は無効となり、保険金等の支払事�に該当していても、これをお支払いする
ことはできません。また、既に払い込まれた保険料も払い戻しません。

不法取得目的による無効

契約�が保険金等を不�に取得する目的または他人に保険金等を不�に取得させる
目的で保険契約を締結（または復活）した場合、保険契約は無効となり、保険金等
の支払事�に該当していても、これをお支払いすることはできません。また、既に
払い込まれた保険料も払い戻しません。

告知義務違反による解除
契約�または被保険�の�意または重大な過失によって、事実を告知されなかった
場合や事実でないことを告知された場合には、ご契約が告知義務違反により解除と
なり、保険金等をお支払いできないことがあります。

重大事由による解除
保険金等を詐取する目的で事�を起こした場合や、保険金等の請求に関して詐欺行
為があった場合、ご契約が解除となり、保険金等をお支払いできないことがありま
す。

免責事由に該当
約款に規定されている「保険金・給付金を支払わない場合」（免責事�）に該当し
た場合は、保険金等の支払事�に該当してもこれをお支払いすることはできません。
免責事�は、ご契約の保険種�や加入時期によって異なります。

支払事由に非該当
保険金等が支払われるのは、約款に規定されている支払事�に該当した場合です。
したがって、支払事�に該当しない場合は、保険金等をお支払いできません。
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Ⅳ−12　社会貢献活動の概況

当社では、平成20年1月末までは共栄火災グループの一員として様々な社会貢献活動に参加してまい

りました。同年2月以降は富国生命グループとして、新たな社会貢献にも取り組んでまいります。

（1）森林保全活動

① 　「共栄火災�コーの��の会」に参加し、全国の国有�への��活動を行いました。����　「共栄火災�コーの��の会」に参加し、全国の国有�への��活動を行いました。����「共栄火災�コーの��の会」に参加し、全国の国有�への��活動を行いました。����

野市の愛鷹山をはじめ4箇所で「共栄火災�コーの�」を開設いたしております。

② 　「フコク生命�いのち)の�プロジェクト」に参加し、�����市����地の保全活動を行っ　「フコク生命�いのち)の�プロジェクト」に参加し、�����市����地の保全活動を行っ「フコク生命�いのち)の�プロジェクト」に参加し、�����市����地の保全活動を行っ�����市����地の保全活動を行っ��市����地の保全活動を行っ

ております。このプロジェクトでは、CO2吸着の少ない��の整備等を通して、COの少ない��の整備等を通して、CO��の整備等を通して、CO�の整備等を通して、COCO2吸着に有効

な広���の保全を目的としております。広���の保全を目的としております。

（2）チャリティ活動等

① 　共栄火災グループで実施している「クリスマスチャリティー」と「義理チョコあげたつもり・　共栄火災グループで実施している「クリスマスチャリティー」と「義理チョコあげたつもり・共栄火災グループで実施している「クリスマスチャリティー」と「義理チョコあげたつもり・

もらったつもり−バレンタインチャリティ募金」に参加いたしております。平成19年度は共栄

火災グループ全体で、「バレンタインチャリティ募金」では約226万円をマザーランド・アカデ

ミーへ寄付いたしました。また、「クリスマスチャリティー」では8,000点あまりの�料品や医点あまりの�料品や医あまりの�料品や医

薬品などを寄�し、�アフリカ　マリ共�国の�民キャンプに送られました。寄�し、�アフリカ　マリ共�国の�民キャンプに送られました。し、�アフリカ　マリ共�国の�民キャンプに送られました。

② 　富国生命グループで実施している「ペットボトルキャップ回収運動」に参加しています。回収　富国生命グループで実施している「ペットボトルキャップ回収運動」に参加しています。回収富国生命グループで実施している「ペットボトルキャップ回収運動」に参加しています。回収

したペットボトルキャップは、「ペットボトル回収ボランティア」を通じてリサイクルメーカー

に売却され、その�金を「認定NPO�人　�界の子どもにワクチンを 日本委員会�JVC)」へ寄

付し、�リオワクチンなどを必要としている�界の子供たちへワクチンを�ける活動の�助けとと

なっています。

Ⅳ  直近事業年度における事業の概況
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Ⅴ  直近５事業年度における主要な業務の状況を示す指標

（単位��百万円）

項　　　　　目 平成 15年度 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度 平成 19年度

経 常 収 益 15,723 16,971 21,013 23,875 17,289

経 常 利 益 328 670 634 1,000 2,055

基 礎 利 益 296 732 717 1,064 1,903

当 期 純 利 益 29 42 1 340 554

資 本 金 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

発 行 済 株 式 の 総 数 200 千株 200 千株 200 千株 200 千株 200 千株

総 資 産 45,387 53,326 64,400 77,048 81,897

う ち 特 別 勘 定 資 産 — — — — —

責 任 準 備 金 残 高 35,658 43,072 54,009 66,092 70,691

貸 付 金 残 高 1,218 1,460 1,601 1,801 2,040

有 価 証 券 残 高 39,824 47,327 58,259 69,646 74,549

ソルベンシー・マージン比率 2,126.5% 2,426.5% 2,362.0% 2,386.3% 2,604.8%

従 業 員 数 59 名 64 名 62 名 62 名 104 名

保 有 契 約 高 1,070,753 1,134,962 1,279,060 1,411,994 1,183,143

（注） 保有契約高とは、個人保険・個人年金保険・�体保険の�保有契約高の合計です。なお、個人
年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始
後契約の責任準備金を合計したものです。
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Ⅵ− 1  貸借対照表

Ⅵ   

財
産
の
状
況

（単位：百万円）

年　　　度

科　　　目
平成 18 年度末 平成 19 年度末 年　　　度

科　　　目
平成 18 年度末 平成 19 年度末

金　　額 金　　額 金　　額 金　　額
（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 3,751 2,966 保 険 契 約 準 備 金 67,576 72,029

預 貯 金 3,751 2,966 支 払 備 金 717 657

有 価 証 券 69,646 74,549 責 任 準 備 金 66,092 70,691

国 債 41,518 43,730 契約者配当準備金 766 680

社 債 23,621 27,184 代 理 店 借 62 49

株 式 2,627 2,114 再 保 険 借 13 36

外 国 証 券 507 177 そ の 他 負 債 491 611
そ の 他 の 証 券 1,372 1,343 未 払 法 人 税 等 260 208

貸 付 金 1,801 2,040 未 払 金 16 113

保 険 約 款 貸 付 1,801 2,040 未　  払  　費　  用 156 264

有 形 固 定 資 産 15 92 預 り 金 1 2

建 物 − 36 仮 受 金 57 23

その他の有形固定資産 15 56 退 職 給 付 引 当 金 0 0

無 形 固 定 資 産 162 302 特 別 法 上 の 準 備 金 92 110

ソ フ ト ウ ェ ア 158 297 価 格 変 動 準 備 金 92 110

その他の無形固定資産 4 4

代 理 店 貸 2 1 負 債 の 部 合 計 68,238 72,835

再 保 険 貸 20 2 （ 純 資 産 の 部 ）
そ の 他 資 産 1,404 1,459 資 本 金 10,000 10,000

未 収 金 1,144 1,064 利 益 剰 余 金 △ 1,910 △ 1,355

前 払 費 用 6 14 　 そ の 他 利 益 剰 余 金 △ 1,910 △ 1,355

未 収 収 益 239 274 　　 繰 越 利 益 剰 余 金 △ 1,910 △ 1,355

預 託 金 0 91 株 主 資 本 合 計 8,089 8,644

仮 払 金 12 15 その他有価証券評価差額金 720 417

そ の 他 の 資 産 0 − 評価・換算差額等合計 720 417

繰 延 税 金 資 産 244 481

貸 倒 引 当 金 △ 1 − 純 資 産 の 部 合 計 8,810 9,061

資 産 の 部 合 計 77,048 81,897 負債及び純資産の部合計 77,048 81,897
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（平成 18 年度の注記事項） （平成 19 年度の注記事項）

1． 　会計方針に関する事項
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均
法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価の
あるものについては3月末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価の算定は移動平均法）、時価のないものについては取得
差額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）に
ついては移動平均法による償却原価法（定額法）、それ以外の
有価証券については移動平均法による原価法によ�て�り�ては移動平均法による原価法によ�て�り�は移動平均法による原価法によ�て�り�
す。な�、その他有価証券の評価差額については、全部純資産
直入法により処理して�り�す。

（2）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 
デリバティブ取引の評価は時価法によ�て�り�す。

（3 ）有形固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法は、次の方法によ�て�り�

す。
・建物建物
   定額法によ�て�り�す。定額法によ�て�り�す。
・建物以外
   ① 　平�19�3月31日以前に取得し�もの　　　平�19�3月31日以前に取得し�もの　　平�19�3月31日以前に取得し�もの　　
 旧定率法によ�て�り�す。
   ② 　平�19�4月1日以�に取得し�もの　平�19�4月1日以�に取得し�もの平�19�4月1日以�に取得し�もの
 定率法によ�て�り�す。
な�、その他の有形固定資産のうち取得価額が10万円以上

20万円未満のものについては、3�間で均等償却を行�て�り
�す。

（会計方針の変更）
法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」平�

19�3月30日法律第6号及び「法人税法施行令の一部を改正
する政令」平�19�3月30日政令第83号）に伴い平�19�
4月1日以�に取得し�有形固定資産の減価償却の方法は、改
正後の同法に定める「定率法」及び「定額法」によ�て�り�す。
これによる経常利益への影響額は軽微であり�す。

（追加情報）
平�19�3月31日以前に取得し�有形固定資産のうち、従

来の償却可能限度額�で償却が到達している有形固定資産につ
いては、残存簿価を5�間で均等償却して�り�す。これによ
る経常利益への影響額は軽微であり�す。

（4 ）外貨建資産等の本邦通貨への換算基準   
　外貨建資産等の本邦通貨への換算は、外貨建取引等会計処理外貨建資産等の本邦通貨への換算は、外貨建取引等会計処理
基準に準拠して行�て�り�す。

（5 ）貸倒引当金の計上方法    
　貸倒引当金は、資産の���定基準及び償却・引当基準に�貸倒引当金は、資産の���定基準及び償却・引当基準に�
り、個別に債務者の支払能力を総合的に勘案し必要と認められ
る額を計上して�り�す。すべての債権は、資産の���定基
準に基づき、関連部署が資産�定を実施し、当該部署から独立
し�資産監�部署が�定結果を監�して�り、その�定結果に
基づいて引当を行うこととして�り�す。な�、当�度末残高
はあり�せん。

（6 ）退職給付引当金の計上方法    
　退職給付引当金は、従��の退職給付に備�る�め、退職給退職給付引当金は、従��の退職給付に備�る�め、退職給
付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する
意見書」平�10�6月16日企�会計審議会）に基づき、��
都合退職による期末要支給額を退職給付債務として計上して�
り�す。

（7 ）価格変動準備金の計上方法    
　価格変動準備金は、保険�法第115�の�定に基づき算�し価格変動準備金は、保険�法第115�の�定に基づき算�し
�額を計上して�り�す。

（8 ）その他採用し�重要な会計方針
① 　�費税等の会計処理方法　�費税等の会計処理方法�費税等の会計処理方法    

　�費税及び�方�費税の会計処理は、税�方式によ�て��費税及び�方�費税の会計処理は、税�方式によ�て�
り�す。�だし、事�費は税込方式によ�て�り�す。 
　な�、資産に係�る����外�費税等のうち、税法に定な�、資産に係�る����外�費税等のうち、税法に定
める繰延�費税等については、前払費用に計上し5�間で均
等償却し、繰延�費税等以外のものについては、発生事��
度に費用処理して�り�す。

② 　責任準備金の�立方法　責任準備金の�立方法責任準備金の�立方法    
　責任準備金は、保険�法第116�の�定に基づく準備金で責任準備金は、保険�法第116�の�定に基づく準備金で
あり、保険料�立金については次の方式により計算してい�
す。
1 ．標準責任準備金の��契約については金融庁長官が定め
る方式（平�8�大蔵省告示第48号）

2 ．標準責任準備金の��とならない契約については、平準
純保険料式

1． 　会計方針に関する事項
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均
法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち時価の
あるものについては3月末日の市場価格等に基づく時価法（売
却原価の算定は移動平均法）、時価のないものについては取得
差額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）に
ついては移動平均法による償却原価法（定額法）、それ以外の
有価証券については移動平均法による原価法によ�て�り�
す。な�、その他有価証券の評価差額については、全部純資産
直入法により処理して�り�す。

（2）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は時価法によ�て�り�す。

（3 ）有形固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法は、定率法によ�て�り�す。

　な�、その他の有形固定資産のうち取得価額が10万円以上な�、その他の有形固定資産のうち取得価額が10万円以上
20万円未満のものについては、3�間で均等償却を行�て�り
�す。

（4）外貨建資産等の本邦通貨への換算基準
外貨建資産等の本邦通貨への換算は、外貨建取引等会計処理

基準に準拠して行�て�り�す。
（5）貸倒引当金の計上方法

貸倒引当金は、資産の���定基準及び償却・引当基準に�
り、個別に債務者の支払能力を総合的に勘案し必要と認められ
る額を計上して�り�す。すべての債権は、資産の���定基
準に基づき、関連部署が資産�定を実施し、当該部署から独立
し�資産監�部署が�定結果を監�して�り、その�定結果に
基づいて引当を行うこととして�り�す。

（6 ）退職給付引当金の計上方法
退職給付引当金は、従��の退職給付に備�る�め、退職給

付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関する
意見書」平�10�6月16日企�会計審議会）に基づき、��
都合退職による期末要支給額を退職給付債務として計上して�
り�す。

（7 ）価格変動準備金の計上方法
価格変動準備金は、保険�法第115�の�定に基づき算�し

�額を計上して�り�す。
（8）その他採用し�重要な会計方針

① 　�費税等の会計処理方法    
　�費税及び�方�費税の会計処理は、税�方式によ�て��費税及び�方�費税の会計処理は、税�方式によ�て�
り�す。�だし、事�費は税込方式によ�て�り�す。 
　な�、資産に係�る����外�費税等のうち、税法に定な�、資産に係�る����外�費税等のうち、税法に定
める繰延�費税等については、前払費用に計上し5�間で均
等償却し、繰延�費税等以外のものについては、発生事��
度に費用処理して�り�す。

② 　責任準備金の�立方法    
　責任準備金は、保険�法第116�の�定に基づく準備金で責任準備金は、保険�法第116�の�定に基づく準備金で
あり、保険料�立金については保険�法施行��第69�第4
項第4号の�定に基づいて5�チルメル式又は平準純保険料
式により計算して�り�す。   
　な�、上�の方法により算��れ�金額の�か、保険�法な�、上�の方法により算��れ�金額の�か、保険�法
上の標準責任準備金�立に向け2,032百万円を計上して�り
�す。     

32-44 Ⅵ.indd   33 08.9.5   9:44:54 AM



34

Ⅵ  財産の状況

③ 　ソフトウェアの減価償却の方法　ソフトウェアの減価償却の方法ソフトウェアの減価償却の方法   
　無形固定資産に計上している�社利用のソフトウェアの減無形固定資産に計上している�社利用のソフトウェアの減
価償却の方法については、利用可能期間に基づく定額法によ
り償却して�り�す。

2．   　有形固定資産の減価償却累計額は、47百万円であり�す。

3．   　関係会社に�する、金銭債権の総額は、0百万円、金銭債務
の総額は、132百万円であり�す。

4．   　繰延税金資産の総額は、718百万円、繰延税金負債の総額は、
236百万円であり�す。繰延税金資産のうち評価性引当額とし
て��し�額は、0百万円であり�す。   
　繰延税金資産の発生の�な原�別��は、保険契約準備金繰延税金資産の発生の�な原�別��は、保険契約準備金
467百万円、無形固定資産の償却超過額175百万円、価格変
動準備金39百万円であり�す。   
　繰延税金負債の発生原�は、その他有価証券の評価差額236繰延税金負債の発生原�は、その他有価証券の評価差額236
百万円であり�す。    
　当�度に�ける法定実�税率は36�2�、税�果会計�用後当�度に�ける法定実�税率は36�2�、税�果会計�用後
の法人税等の負担率は35�2�でありその差異は軽微であり�
す。

5．   　契約者配当準備金の異動状況は次のと�りであり�す。
　�� 前�度末��高 766百万円�� 前�度末��高 766百万円
　�� 当�度の契約者配当金支払額 644百万円�� 当�度の契約者配当金支払額 644百万円
　�� 利�による�加等 0百万円�� 利�による�加等 0百万円
　�� 契約者配当準備金繰入額 557百万円�� 契約者配当準備金繰入額 557百万円
　�� 当�度末��高 680百万円�� 当�度末��高 680百万円

6．   　担保に供�れている資産の額は、有価証券77百万円であり
�す。

7．   　保険�法施行��第73�第3項に�いて準用する同��第
71�第1項に�定する再保険を付し�部分に相当する支払備
金（以下「�再支払備金」という。）の金額は30百万円であり、
同��第71�第1項に�定する再保険を付し�部分に相当す
る責任準備金（以下「�再責任準備金」という。）の金額は、
102百万円であり�す。

8．   　1株当�りの純資産額は　45,309円02銭であり�す。

9．   　外貨建資産の額は、0百万円であり�す。（外貨額　0百万米
ドル）

10． 　保険�法第259�の�定に基づく生�保険契約者保���　保険�法第259�の�定に基づく生�保険契約者保���保険�法第259�の�定に基づく生�保険契約者保���
に�する当�度末に�ける当社の今後の負担見�額は、225
百万円であり�す。な�、当該負担金は拠�し��度の事�費
として処理して�り�す。

11．　金額は、��単位未満を��てて�示して�り�す。　金額は、��単位未満を��てて�示して�り�す。金額は、��単位未満を��てて�示して�り�す。

　この結果、保険�法上の標準責任準備金の��契約に係るこの結果、保険�法上の標準責任準備金の��契約に係る
�立率は当期末100�0�にな�て�り�す。

③ 　ソフトウェアの減価償却の方法   
　無形固定資産に計上している�社利用のソフトウェアの減無形固定資産に計上している�社利用のソフトウェアの減
価償却の方法については、利用可能期間に基づく定額法によ
り償却して�り�す。

2． 　会計方針の変更
（1 ）当�度より「貸借�照�の純資産の部の�示に関する会計基

準」（平�17�12月9日　企�会計基準第5号）及び「貸借�
照�の純資産の部の�示に関する会計基準等の�用指針」（平
�17�12月9日　企�会計基準�用指針第8号）を�用して
�り�す。     
　な�、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、8,810な�、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、8,810
百万円であり�す。

（2 ）会社計算��（平�18�2月7日　法務省令第13号）の施
行に伴い、前�度に�いて「価格変動準備金」と掲��れてい
�ものは、当�度から「特別法上の準備金」の��として�示
して�り�す。

（3 ）保険�法施行��別紙様式が改正�れ�ことにより、以下の
と�り�示方法を変更して�り�す。
① 　前�度に�いて区分掲�してい�「不動産及び動産」は、

当�度からは「有形固定資産」として�示して�り�す。
② 　前�度に�いて「その他資産」に含めてい�「無形固定資産」

は、当�度からは「無形固定資産」として区分掲�して�り
�す。な�、前�度に�いて「その他資産」に含めてい�「無
形固定資産」は、161百万円であり�す。

③ 　前�度に�いて区分掲�してい�「株式等評価差額金」は、
当�度からは「その他有価証券評価差額金」として�示して
�り�す。

3．   　有形固定資産の減価償却累計額は、60百万円であり�す。

4．   　関係会社に�する、金銭債務の総額は、56百万円であり�す。 
　な�、金銭債権の残高はござい�せん。

5．    　繰延税金資産の総額は、654百万円、繰延税金負債の総額は、
408百万円であり�す。繰延税金資産のうち評価性引当額とし
て��し�額は、0百万円であり�す。   
　繰延税金資産の発生の�な原�別��は、保険契約準備金
509百万円、無形固定資産の償却超過額59百万円、価格変動
準備金33百万円であり�す。 　   
　繰延税金負債の発生原�は、その他有価証券の評価差額408繰延税金負債の発生原�は、その他有価証券の評価差額408
百万円であり�す。

6．    　契約者配当準備金の異動状況は次のと�りであり�す。
　�．前�度末��高 528百万円�．前�度末��高 528百万円
　�．当�度の契約者配当金支払額 493百万円�．当�度の契約者配当金支払額 493百万円
　�．利�による�加等 0百万円�．利�による�加等 0百万円
　�．契約者配当準備金繰入額 730百万円�．契約者配当準備金繰入額 730百万円
　�．当�度末��高 766百万円�．当�度末��高 766百万円

7．    　担保に供�れている資産の額は、有価証券95百万円であり
�す。

8．   　保険�法施行��第71�第1項に�定する再保険を付し�
部分に相当する責任準備金（以下「�再責任準備金」という。）
の金額は、95百万円であり�す。。   
　な�、同��第73�第3項に�いて準用する同��第71�
第1項に�定する再保険を付し�部分に相当する支払備金（以
下「�再支払備金」という。）の金額は該当あり�せん。

9．    　1株当�りの純資産額は44,051円20銭であり�す。

10． 　外貨建資産の額は、0百万円であり�す。（外貨建　0百万米　外貨建資産の額は、0百万円であり�す。（外貨建　0百万米外貨建資産の額は、0百万円であり�す。（外貨建　0百万米
ドル）

11． 　金融��テ�改�の�めの関係法律の整備等に関する法律�　金融��テ�改�の�めの関係法律の整備等に関する法律�金融��テ�改�の�めの関係法律の整備等に関する法律�
�第140�第5項の�定に基づき生�保険契約者保���が承
継し�旧保険契約者保�基金に�する当�度末に�ける当社の
今後の負担見�額は5百万円であり�す。な�、当該負担金は
拠�し��度の事�費として処理して�り�す。

12． 　保険�法第259�の�定に基づく生�保険契約者保���　保険�法第259�の�定に基づく生�保険契約者保���保険�法第259�の�定に基づく生�保険契約者保���
に�する当�度末に�ける当社の今後の負担見�額は、209
百万円であり�す。な�、当該負担金は拠�し��度の事�費
として処理して�り�す。

13．　金額は、��単位未満を��てて�示して�り�す。　金額は、��単位未満を��てて�示して�り�す。金額は、��単位未満を��てて�示して�り�す。
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Ⅵ− 2  損益計算書
（単位：百万円）

年　　　度
科　　　目

平 成 18 年 度 平 成 19 年 度
金 額 金 額

経 常 収 益 23,875 17,289
保 険 料 等 収 入 22,201 15,471

保 険 料 22,072 15,406
再 保 険 収 入 129 64

資 産 運 用 収 益 1,518 1,657
利 � 及 び 配 当 金 等 収 入 1,271 1,464

有 価 証 券 利 �・ 配 当 金 1,214 1,398
貸 付 金 利 � 56 66
そ の 他 利 � 配 当 金 0 0

有 価 証 券 売 却 益 246 192
そ の 他 経 常 収 益 155 160

� 金 特 約 取 扱 受 入 金 14 4
保 険 金 据 置 受 入 金 140 95
支 払 備 金 戻 入 額 — 60
そ の 他 の 経 常 収 益 0 0

経 常 費 用 22,875 15,233
保 険 金 等 支 払 金 7,054 7,374

保 険 金 2,936 3,033
� 金 71 98
給 付 金 849 715
解 約 返 戻 金 2,904 3,243
そ の 他 返 戻 金 69 49
再 保 険 料 222 233

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 12,186 4,599
支 払 備 金 繰 入 額 103 —
責 任 準 備 金 繰 入 額 12,083 4,598
契約者配当金�立利�繰入額 0 0

資 産 運 用 費 用 213 185
支 払 利 � 0 0
有 価 証 券 売 却 損 112 100
金 融 派 生 商 品 費 用 98 83
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1 —
そ の 他 運 用 費 用 0 0

事 業 費 3,138 2,860
そ の 他 経 常 費 用 282 214

保 険 金 据 置 支 払 金 118 80
税 金 78 61
減 価 償 却 費 72 71
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 0 —
そ の 他 の 経 常 費 用 13 0

経 常 利 益 1,000 2,055
特 別 利 益 — 0

そ の 他 特 別 利 益 — 0
特 別 損 失 17 642

事 業 再 編 費 用 — 622
固 定 資 産 等 処 分 損 0 2
特別法上の準備金繰入額 16 17

価 格 変 動 準 備 金 繰 入 額 16 17
契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 730 557
税 引 前 当 期 純 利 益 252 856
法 人 税 及 び 住 民 税 357 366
法 人 税 等 調 整 額 △ 445 △ 65
当 期 純 利 益 340 554
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（平成 18 年度の注記事項） （平成 19 年度の注記事項）

１．会計方針の変更．会計方針の変更
（１）会社計算��（平� 18 � 2 月 7 日　法務１ ）会社計算��（平� 18 � 2 月 7 日　法務）会社計算��（平� 18 � 2 月 7 日　法務

省令第 13 号）の施行に伴い、前�度に�い
て「価格変動準備金繰入額」と掲��れてい
�ものは、当�度から「特別法上の準備金繰
入額」の��として�示して�り�す。

（��）保険�法施行��別紙様式が改正�れ�こ�� ）保険�法施行��別紙様式が改正�れ�こ）保険�法施行��別紙様式が改正�れ�こ
とにより、以下のと�り�示方法を変更して
�り�す。

① 　前�度に�いて区分掲�してい�「不動
産動産等処分損」は、当�度から「固定資
産等処分損」として�示して�り�す。

② 　当�度から損益計算書の末尾を当期純利
益として�り�す。

�� ．関係会社との取引による収益の総額は　63．関係会社との取引による収益の総額は　63
百万円、費用の総額は　677 百万円であり�
す。

３ ．有価証券売却益の�な��は、国債等債券．有価証券売却益の�な��は、国債等債券
239 百万円であり�す。

４ ．有価証券売却損の�な��は、国債等債券．有価証券売却損の�な��は、国債等債券
110 百万円であり�す。

５ ．支払備金繰入額の計算上、�し上�られ�．支払備金繰入額の計算上、�し上�られ�
�再支払備金戻入額は 3 百万円、責任準備金
繰入額の計算上、差し引かれ��再責任準備
金繰入額は 5 百万円であり�す。

６ ．1 株当�りの当期純利益は、1,700 円 64 銭．1 株当�りの当期純利益は、1,700 円 64 銭
であり�す。

７ ．金額は、��単位未満を�り�てて�示し．金額は、��単位未満を�り�てて�示し
て�り�す。

１ ．関係会社との取引による収益の総額は 64．関係会社との取引による収益の総額は 64関係会社との取引による収益の総額は 64
百万円、費用の総額は 447 百万円であり�す。

�� ．有価証券売却益の�な��は、国債等債券．有価証券売却益の�な��は、国債等債券有価証券売却益の�な��は、国債等債券
191 百万円、株式等 1 百万円であり�す。百万円、株式等 1 百万円であり�す。1 百万円であり�す。百万円であり�す。

３ ．有価証券売却損の�な��は、国債等債券．有価証券売却損の�な��は、国債等債券有価証券売却損の�な��は、国債等債券
21 百万円、株式等 78 百万円であり�す。

４ ．支払備金戻入額の計算上、�し上�られ�．支払備金戻入額の計算上、�し上�られ�支払備金戻入額の計算上、�し上�られ�
�再支払備金繰入額は 30 百万円、責任準備金
繰入額の計算上、差し引かれ��再責任準備
金繰入額は 6 百万円であり�す。

５ ．1 株当�りの当期純利益は、2,772 円 34 銭．1 株当�りの当期純利益は、2,772 円 34 銭1 株当�りの当期純利益は、2,772 円 34 銭
であり�す。

　
６ ．金額は、��単位未満を�り�てて�示し．金額は、��単位未満を�り�てて�示し金額は、��単位未満を�り�てて�示し

て�り�す。
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Ⅵ−３  キャッシュ・フロー計算書

（注） 1．Ⅱ①は資産運用活動によるキャッ�ュ・フ�ーをいい�す。
  2． （Ⅰ＋Ⅱ①）は、営�活動によるキャッ�ュ・フ�ーと資産運用活動によるキャッ�ュ・

フ�ーの合計をいい�す。
 3． �金及び�金同等物の範囲は、手許�金、随時引き�し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ�クしか負�ない、取得日から概
ね３カ月以�に償還期限の到来する短期投資からな�てい�す。

（単位：百万円）
科 　　　　　　目 平成 18 年度 平成 19 年度

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
税 引 前 当 期 純 利 益 252 856
減 価 償 却 費 72 71
支 払 備 金 の � 加 額 103 △ 60
責 任 準 備 金 の � 加 額 12,083 4,598
契約者配当準備金�立利�繰入額 0 0
契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 730 557
貸 倒 引 当 金 の � 加 額 1 △ 1
退 職 給 付 引 当 金 の � 加 額 0 −
価 格 変 動 準 備 金 の � 加 額 16 17
利 � 及 び 配 当 金 等 収 入 △ 1,271 △ 1,464
有 価 証 券 関 係 損 益 △ 133 △ 91
支 払 利 � 0 0
有 形 固 定 資 産 関 係 損 益 0 2
代 理 店 貸 の � 加 額 0 1
再 保 険 貸 の � 加 額 13 17
その他資産（�く投資活動関連・財務活動関連）の�加額 △ 403 △ 219
代 理 店 借 の � 加 額 △ 44 △ 13
再 保 険 借 の � 加 額 0 22
その他負債（�く投資活動関連・財務活動関連）の�加額 △ 287 171
そ の 他 98 84

小　　　　　　　計 11,235 4,549
利 � 及 び 配 当 金 等 の 受 取 額 1,279 1,482
利 � の 支 払 額 △ 0 △ 0
契 約 者 配 当 金 の 支 払 額 △ 493 △ 644
そ の 他 △ 0 △ 0
法 人 税 等 の 支 払 額 △ 292 △ 418

営�活動によるキャッ�ュ・フ�ー 11,727 4,969
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 � △ 35,726 △ 31,314
有価証券の売却・償還による収入 24,667 25,895
貸 付 け に よ る 支 � △ 938 △ 1,120
貸 付 金 の 回 収 に よ る 収 入 739 881
そ の 他 4 △ 2

Ⅱ①小          計 △ 11,255 △ 5,660
（Ⅰ＋Ⅱ①） （472） （△ 691）

有形固定資産の取得による支� △ 10 △ 93
有形固定資産の売却による収入 0 3

投資活動によるキャッ�ュ・フ�ー △ 11,265 △ 5,749
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー − −
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 − −
Ⅴ　現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 加 額 462 △ 780
Ⅵ　現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 首 残 高 4,354 4,817
Ⅶ　現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 4,817 4,037

32-44 Ⅵ.indd   37 08.9.5   9:44:55 AM



38

Ⅵ  財産の状況

Ⅵ−４  株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

株主資本 評価・換算差額等

純資産
合計資本金

利益剰余金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評 価 ・
換算差額
等 合 計

その他利益
剰余金

繰越利益
剰余金

前事業年度末残高 10,000 △ 1,910 8,089 720 720 8,810

当事業年度変動額

当期純利益 554 　554 554

株�資本以外の項目の
当事��度変動額（純額） △ 302 △ 302 △ 302

当事業年度変動額合計 − 554 　554 △ 302 △ 302 251

当事業年度末残高 10,000 △ 1,355 8,644 417 417 9,061

（株�資本等変動計算書の注�事項）

発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：株）

前年度末
株式数

当年度
増加株式数

当年度
減少株式数

当年度末
株式数

発行済株式

普通株式 200,000 − − 200,000

合　計 200,000 − − 200,000
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Ⅵ−５  債務者区分による債権の状況

　

（単位：百万円、�）

区　　　　　分 平成 18 年度末 平成 19 年度末

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 — —

危　険　債　権 — —

要 管 理 債 権 — —

小　　　　　計
（�合計比）

— —

 （—）  （—）

正　常　債　権 1,822 2,066

合　　　　　計 1,822 2,066

（注）1．破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の

申立て等の事由により経営破綻に陥�ている債務者に�する債権及びこれらに準ずる債権をい

い�す。

2．危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至�ていないが、財政状態及び経営�績が悪化し、

契約に従��債権の元本の回収及び利�の受取りができない可能性の高い債権をいい�す。

3．要管理債権とは、3 カ月以上延滞貸付金及び�件緩和貸付金をいい�す。な�、3 カ月以上延

滞貸付金とは、元本又は利�の支払が、約定支払日の翌日から 3 カ月以上遅延している貸付金

（注 1 及び 2 に掲�る債権を�く。）をいい、�件緩和貸付金とは、債務者の経営再建又は支援

を図ることを目的として、金利の減免、利�の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の

債務者に有利となる取決めを行��貸付金（注 1 及び 2 に掲�る債権並びに 3 カ月以上延滞

貸付金を�く。）をいい�す。

4．正常債権とは、債務者の財政状態及び経営�績に特に問題がないものとして、注 1 から 3 �

でに掲�る債権以外のものに区分�れる債権をいい�す。
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Ⅵ− 8  保険金等の支払能力の充実の状況（ソルベンシー・マージン比率）

Ⅵ−６  リスク管理債権の状況
　　　　該当あり�せん。

Ⅵ−７  元本補てん契約のある信託に係る貸出金の状況
　　　　該当あり�せん。

＜参考＞実質資産負債差額      （単位：百万円）
項　　　　　目 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度

資産の部に計上�れるべき金額の合計額 （1） 64,265 77,144 83,180
負債の部に計上�れるべき金額の合計額を （2）
基礎として計算し�金額 51,617 62,731 67,797

実質資産負債差額　A （1）−（2）＝ （3） 12,648 14,412 15,383
満期保有債券・責任準備金�応債券の含み損益 （4） △ 134 96 1,283
実質資産負債差額　B （3）−（4）＝ （5） 12,782 14,316 14,100

（注） 「実質資産負債差額 A」は実質資産負債差額の算�方法を定め�「保険�法第 132 �第 2 項に�定する区
分等を定める�令」第 3 �及び「平� 11 �金融監督庁・大蔵省告示第 2 号」に基づき算�してい�す。

  「実質資産負債差額 B」は「実質資産負債差額 A」から満期保有目的債券及び責任準備金�応債券の時価
評価額と帳簿価額の差額を��し�ものであり、上�の�定に加�て「保険会社向けの総合的な監督指針」
Ⅱ− 2 − 2 − 6 に基づき算�してい�す。

（単位：百万円）

項　　　　　目 平成 17 年度末 平成 18 年度末 平成 19 年度末

ソルベンシー・マージン総額　（Ａ） 12,893 14,435 14,292

資 本 金 等 7,749 8,089 8,644
価 格 変 動 準 備 金 76 92 110
危 険 準 備 金 1,011 1,109 965
一 般 貸 倒 引 当 金 — — —
その他有価証券の評価差額× 90�（マ�ナ�の場合 100�） 715 1,016 589
土�の含み損益×85�（マ�ナ�の場合 100�） — — —
全期チルメル式責任準備金相当額超過額 — — 3,632
持 込 資 本 金 等 — — —
負 債 性 資 本 調 達 手 段 等 — — —
� � 項 目 — — —
そ の 他 3,340 4,126 350

リスクの合計額  （R1+ R8）2 ＋  （R2 ＋R3 ＋R7 ）2 ＋ R4 （Ｂ） 1,091 1,209 1,097

保 険 リ � ク 相 当 額 R1 838 911 642
予 定 利 率 リ � ク 相 当 額 R2 46 48 43
資 産 運 用 リ � ク 相 当 額 R3 581 670 669
経 営 管 理 リ � ク 相 当 額 R4 44 48 44
最 低 保 証 リ � ク 相 当 額 R7 — — —
第三分野保険の保険リ�ク相当額 R8 — — 132
ソルベンシー・マージン比率

2,362.0% 2,386.3% 2,604.8%（Ａ） × 100（1 ／ 2）×（Ｂ）

（注）１．  上�は、保険�法施行��第 86 �、第 87 �、第 161 �、第 162 �及び第 190 �、平� 8 �
大蔵省告示第 50 号の�定に基づいて算�してい�す（「全期チルメル式責任準備金相当額超過額」
は告示第 50 号第 1 �第 3 項第 1 号に基づいて算�してい�す。な�、平� 17 �度末、及び平�
18 �度末の「全期チルメル式責任準備金相当額超過額」及び「持込資本金等」は「その他」に含
�れてい�す）。

 ��．  平� 19 �度末より、「第三分野保険の保険リ�ク相当額 R8」を含めて算�してい�す（平� 17
�度末、及び平� 18 �度末については、従来の基準による数値を��してい�す）。
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Ⅵ−９  有価証券等の時価情報

（1）有価証券の時価情報

　①売買目的有価証券の評価損益

　　該当あり�せん。

　②有価証券の時価情報（売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるもの）

   

　　　時価のない有価証券の帳簿価額は以下のとおりです。　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　　　　　　分 平成 18 年度末 平成 19 年度末

満 期 保 有 目 的 の 債 券 — —

非 上 場 外 国 債 券 — —

そ の 他 — —

責 任 準 備 金 � 応 債 券 — —

子 会 社 ・ 関 連 会 社 株 式 — —

そ の 他 有 価 証 券 1,066 1,070

非上場国�株式（店頭売買株式を�く） — —

非上場外国株式（店頭売買株式を�く） — —

非 上 場 外 国 債 券 — —

そ の 他 1,066 1,070

合　　　　　　　　　　計 1,066 1,070

（単位：百万円）    

区　　　　分
平成 18 年度末 平成 19 年度末

帳　簿
価　額 時　価

差　損　益 帳　簿
価　額 時　価

差　損　益
うち差益 うち差損 うち差益 うち差損

満期保有目的の債券 42,089 42,185 96 372 276 44,974 46,257 1,283 1,283 0

責任準備金�応債券 — — — — — — — — — —

子会社・関連会社株式 — — — — — — — — — —

そ の 他 有 価 証 券 25,361 26,490 1,129 1,392 262 27,850 28,504 654 1,139 484

公　 社　 債 22,944 23,050 106 352 246 25,558 25,939 381 532 151

株 　 　 　 式 1,614 2,627 1,012 1,028 15 1,789 2,114 325 606 281

外 国 証 券 500 507 7 7 — 200 177 △ 22 — 22

公 社 債 500 507 7 7 — 200 177 △ 22 — 22

株 式 等 — — — — — — — — — —

そ の 他 の 証 券 302 306 3 3 — 302 273 △ 29 — 29

買 入 金 銭 債 権 — — — — — — — — — —

譲 渡 性 預 金 — — — — — — — — — —

そ　 の　 他 — — — — — — — — — —

合 　 　 　 　 計 67,450 68,676 1,225 1,764 539 72,825 74,762 1,937 2,422 484

公 　 社 　 債 65,033 65,235 202 725 523 70,533 72,197 1,664 1,815 151

株 　 　 　 式 1,614 2,627 1,012 1,028 15 1,789 2,114 325 606 281

外 国 証 券 500 507 7 7 — 200 177 △ 22 — 22

公　 社　 債 500 507 7 7 — 200 177 △ 22 — 22

株　 式　 等 — — — — — — — — — —

そ の 他 の 証 券 302 306 3 3 — 302 273 △ 29 — 29

買 入 金 銭 債 権 — — — — — — — — — —

譲 渡 性 預 金 — — — — — — — — — —

そ 　 の 　 他 — — — — — — — — — —

（注） 本�には、CD（譲渡性預金）等、金融商品取引法上の有価証券として取り扱うことが�当
と認められるものを含んでい�す。
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（2）金銭の信託の時価情報

　　 該当あり�せん。

（3）デリバティブ取引の時価情報

１．定性的情報

当社の利用しているデリバティブ取引は、債券店頭オプ�ョン取引のみです。

取引方針の原�は、金利リ�クを負う�物資産の一部をリ�クヘッジすることを目的とし�す。

あ�せて、超過収益獲得を目的に、運用手段の多様化の一手法として債券店頭オプ�ョン取引を活

用してい�す。具体的には、国債を��に、保有している銘柄の一部のカバードコール、付与額が

保有する�預金の範囲�でのターゲットバ��ングで、リ�クは�らコント�ールできる範囲�の

限定的なものにとど�り�す。

取引�容は市場リ�クと信用リ�クを伴うことから、予め取引限度等を定める�か、信用度の高

い取引先に限定してい�す。��、管理にあ�りフ�ントとバックとの牽制ができる体制とし、�

らに、リ�クの状況は、�物資産状況とともにリ�ク管理委�会に定期報告する体制にな�てい�

す。

２．定量的情報

平� 19 �度末には、取引残高はあり�せん。
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Ⅵ−１０  経常利益等の明細（基礎利益）

（単位：百万円）

平成18 年度 平成19 年度

基礎利益 A 1,064 1,903

キャピタル収益 246 192

金銭の信託運用益
売買目的有価証券運用益
有価証券売却益
金融派生商品収益
為替差益
その他キャピタル収益

—
—

246
—
—
—

—
—

192
—
—
—

キャピタル費用 211 184

金銭の信託運用損
売買目的有価証券運用損
有価証券売却損
有価証券評価損
金融派生商品費用
為替差損
その他キャピタル費用

—
—

112
 —
98
—
—

—
—

100
 —
83
—
—

キャピタル損益 B 35 7

キャピタル損益含み基礎利益 A＋B 1,099 1,911

臨時収益 — 144

再保険収入
危険準備金戻入額
その他臨時収益

—
—
—

—
144

—

臨時費用 99 —

再保険料
危険準備金繰入額
個別貸倒引当金繰入額
特定海外債権引当勘定繰入額
貸付金償却
その他臨時費用

—
98

1
—
—
—

—
—
—
—
—
—

臨時損益 C △ 99 144

経常利益 A＋B＋C 1,000 2,055

〈参考〉基礎利益の��（三利源）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　　　　　　　　分 平成 18 年度 平成 19 年度

　基礎利益（①＋②＋③＋④） 1,064 1,903

①　費差損益 △ 395 △ 574

②　危険差損益 2,148 2,128

③　利差損益 103 184

④　その他 △ 791 165

（注） 1� 「費差損益」は想定し�事�費と実際に支�し�事�費等の額との差から生じる利益（△は損）です。
 2� 「危険差損益」は想定し�保険金・給付金と実際に発生し�支払額との差から生じる利益（△は損）です。
 3� 「利差損益」は想定し�運用収益と実際の運用収益との差から生じる利益（△は逆ざや）です。
 4� 平�18 �度の「その他」の�な��は保険�法上の標準責任準備金�立に向けて繰入れ�額です。
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Ⅵ−１１  計算書類等についての会計監査人による監査

平� 19 �度の計算書類等については、会社法第 436 �第 2 項第 1 号に基づき、会計監�人である新

日本監�法人による監�を受けて�り�す。

Ⅵ−１２  財務諸表についての代表者による確認

平� 19 �度に�ける財務諸�作�については、当社代�取締役社長が「企��容等の開示に関する�社長が「企��容等の開示に関する�が「企��容等の開示に関する�

閣府令」、「財務諸�等の用語、様式及び作�方法に関する��」並びに「保険�法施行��」等の関係諸

法令に準拠し、�正に�示�れていること及び�部監�が有�に�能していることを確認して�り�す。
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Ⅶ  業務の状況を示す指標等

Ⅶ−１ 主要な業務の状況を示す指標等

（1）決算業績の概況

収益面では保険料等収入が 154 億 71 百万円、資産運用収益が 16 億 57 百万円、その他経常収益

が 1 億 60 百万円となり、経常収益は 172 億 89 百万円となりました。

一方、費用面では保険金等支払金が 73 億 74 百万円、責任準備金等繰入額が 45 億 99 百万円、資

産運用費用が 1 億 85 百万円、事業費が 28 億 60 百万円、その他経常費用が 2 億 14 百万円となり、

経常費用は 152 億 33 百万円となりました。

以上の結果、経常利益は 20 億 55 百万円となりましたが、今年度につきましては、社名をフコク

しんらい生命保険株式会社に変更するとともに新たな運営体制を整えることとなったため、その新会

社運営に必要不可欠で、かつ、一時的な費用である 6 億 22 百万円を事業再編費用として特別損失へ

計上しております。

これらに契約者配当準備金繰入額、法人税等を加減算した当期純利益は 5 億 54 百万円となりまし

た。

また、資産面につきましては、年度��資産が 48 億 49 百万円�の 818 億 97 百万円となりました。産面につきましては、年度��資産が 48 億 49 百万円�の 818 億 97 百万円となりました。面につきましては、年度��資産が 48 億 49 百万円�の 818 億 97 百万円となりました。

（2）保有契約高及び新契約高

保有契約高  （単位：件、百万円、％）

区　分
平成18 年度末 平成19 年度末

件　　数 金　　額 件　　　数 金　　　額

前年度末比 前年度末比 前年度末比 前年度末比

個 人 保 険 82,844 102.2 745,177 99.5 81,176 98.0 708,505 95.1

個人年金保険 16,197 103.1 46,043 102.4 15,406 95.1 44,003 95.6

団 体 保 険 − − 620,774 127.9 − − 430,634 69.4

（注）  個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約
の責任準備金を合計したものです。

新契約高 （単位：件、百万円、％）

区　分

平成18 年度 平成19 年度

件　数
金　　額

件　数
金　　　額

新契約 転 換 に よ
る 純 増 加 新契約 転 換 に よ

る 純 増 加

個 人 保 険 9,608 81,306 81,306 − 5,612 40,944 40,944 −

個人年金保険 1,516 4,055 4,055 − 280 945 945 −

団 体 保 険 − 7,326 7,326 − 4,784 4,784

（注）新契約・転換による純�加の個人年金保険の金額は年金支払開始時における年金原資です。
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（�）��算保���）��算保��）��算保��

（保有契約） （単位：百万円、％）

区　分
平成18 年度末 平成19年度末

前年度末比 前年度末比

個 人 保 険 10,270 102.5 9,952 96.9

個 人 年 金 保 険 2,401 103.2 2,292 95.4

合　　　　 計 12,672 102.7 12,245 96.6
うち医療保障・
生前給付保障等 1,951 97.7 1,903 97.6

（新契約） （単位：百万円、％）

区　分
平成18 年度 平成19 年度

前年度比 前年度比

個 人 保 険 1,232 88.7 607 49.3

個 人 年 金 保 険 225 28.0 38 17.2

合　　　　 計 1,457 66.4 646 44.4
うち医療保障・
生前給付保障等 135 69.8 115 85.3

（注）１．年換算保険料とは、1回あたりの保険料について保険料の支払方法に応じた係数を乗じ、
1年あたりの保険料に換算した金額です（一時払契約等は、保険料を保険期間で除した
金額）。

２．医療保障給付（入院給付、手術給付等）、生前給付保障給付（特定疾病給付、介護給付
等）、保険料払込免除給付（障害を事由とするものは除く。特定疾病罹患、介護等を事
由とするものを含む）等に該当する部分の年換算保険料を計上しています。
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（�）保����保有契約高�）保����保有契約高）保����保有契約高
（単位：百万円）

区　　　　　　　　　　分　　　　　　　　　　分分 保　　  有　　  金　　  額
平成18年度末 平成19年度末

死亡保障

普 通 死 亡

個 人 保 険
個 人 年 金 保 険
団 体 保 険
そ の 他 共 計

740,567
−

620,739
1,361,307

703,842
−

430,599
1,134,441

災 害 死 亡

個 人 保 険
個 人 年 金 保 険
団 体 保 険
そ の 他 共 計

120,177
106

9,525
129,808

116,081
95

9,458
125,635

そ の 他 の
条件付死亡

個 人 保 険
個 人 年 金 保 険
団 体 保 険
そ の 他 共 計

−
−
−
−

−
−
−
−

生存保障

満期・生存
給付

個 人 保 険
個 人 年 金 保 険
団 体 保 険
そ の 他 共 計

4,609
45,536

−
50,145

4,662
43,283

−
47,946

年 金

個 人 保 険
個 人 年 金 保 険
団 体 保 険
そ の 他 共 計

−
6,265

3
6,268

−
5,955

3
5,959

そ の 他

個 人 保 険
個 人 年 金 保 険
団 体 保 険
そ の 他 共 計

−
507

34
541

−
720

35
755

入院保障

災 害 入 院

個 人 保 険
個 人 年 金 保 険
団 体 保 険
そ の 他 共 計

250
1

26
278

242
1

27
270

疾 病 入 院

個 人 保 険
個 人 年 金 保 険
団 体 保 険
そ の 他 共 計

250
1

−
251

242
1

−
243

そ の 他 の
条件付入院

個 人 保 険
個 人 年 金 保 険
団 体 保 険
そ の 他 共 計

216
0

−
216

206
0

−
207

（注）１．���数�は�契約の付�保障部分およ�特約の保障を�します。た�し、定期特約の普通死亡１．���数�は�契約の付�保障部分およ�特約の保障を�します。た�し、定期特約の普通死亡���数�は�契約の付�保障部分およ�特約の保障を�します。た�し、定期特約の普通死亡
保障は�要保障部分に計上しました。

２．��約��金���保険（����）の災害死亡保障は普通死亡保障部分に計上しました。��約��金���保険（����）の災害死亡保障は普通死亡保障部分に計上しました。
３．生存保障の満期・生存給付�の個人年金保険、団体保険（年金特約）の金額は、年金支払開始前生存保障の満期・生存給付�の個人年金保険、団体保険（年金特約）の金額は、年金支払開始前

契約の年金支払開始時における年金原資を�します。
４．生存保障の年金�の金額は、年金年額を�します。生存保障の年金�の金額は、年金年額を�します。
５．生存保障のその他�の金額は個人年金保険（年金支払開始後）、団体保険（年金特約年金支払開生存保障のその他�の金額は個人年金保険（年金支払開始後）、団体保険（年金特約年金支払開

始後）の責任準備金を�します。
６．入院保障�の金額は入院給付金�額を�します。入院保障�の金額は入院給付金�額を�します。
７．入院保障の疾病入院のその他共計の金額は�要保障部分と付�保障部分の合計を�します。入院保障の疾病入院のその他共計の金額は�要保障部分と付�保障部分の合計を�します。

（単位：件）

区　　　　　　　　　　分　　　　　　　　　　分分 保　　　有　　　件　　　数　　　有　　　件　　　数有　　　件　　　数　　　件　　　数
平成18 年度末 平成19 年度末

障 害 保 障

個 人 保 険
個 人 年 金 保 険
団 体 保 険
そ の 他 共 計

14,171
10

53,095
67,276

13,617
9

51,489
65,115

手 術 保 障

個 人 保 険
個 人 年 金 保 険
団 体 保 険
そ の 他 共 計

46,472
269

−
46,741

44,948
258

−
45,206

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
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（5）個人保�及び個人�金保�契約種類�保有契約高

         

（単位:百万円）

区　　　　　　　　　　　　　　　　分
保　　有　　金　　額

平成18 年度末 平成19 年度末

死 亡 保 険

� � 保 険 134,366 131,256

定 期 保 険 287,556 274,810

そ の 他 共 計 722,179 686,802

生 死 混 合 保 険

養 老 保 険 15,741 14,597

生 存 給 付 金 付 定 期 特 約 2,646 2,442

そ の 他 共 計 22,997 21,702

生 存 保 険 − −

年 金 保 険 個 人 年 金 保 険 46,043 44,003

災害・疾病関係特約

災 害 割 � 特 約 60,373 58,298

傷 害 特 約 56,684 54,734

災 害 入 院 特 約 209 198

疾 病 特 約 209 198

成 人 病 特 約 5 5

そ の 他 条 件 付 入 院 特 約 211 201

（注）１．個人年金保険の金額は年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原
資と年金支払開始後契約の責任準備金を合計したものです。

２．入院特約の金額は入院給付金�額を�します。

（6）異動状況の推移

   

① 個人保険
（単位：件、百万円、％）

区             分
平成18 年度 平成19 年度

件　数 金　額 件　数 金　額
年 始 現 在 81,064 748,801 82,844 745,177
新 契 約
更 新
復 活
保 険 金 額 の � 加
転 換 に よ る � 加
その他の異動による�加

9,608
350
659
694

−
−

81,306
1,121

10,241
677

−
9

5,612
286
400
706

−
−

40,944
1,339
6,751

712
−
−

死 亡
満 期
保 険 金 額 の 減 少
転 換 に よ る 減 少
� 約
失 効
その他の異動による減少

195
980

5,076
−

5,783
1,816

63

1,198
2,606

12,731
−

56,259
24,046

138

201
975

5,848
−

5,472
1,263

55

1,098
3,052

13,311
−

51,978
16,805

173
年 � 現 在

（　�　加　率　）
82,844

2.2
745,177

△ 0.5
81,176

△ 2.0
708,505

△ 4.9
純 � 加

（　�　加　率　）
1,780

△ 58.0
△ 3,623

−
△ 1,668
△ 193.7

△ 36,671
−

（注）金額は、死亡保険、生死混合保険、生存保険の�たる保障部分の合計です。

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）
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Ⅶ  業務の状況を示す指標等

② 個人年金保険
（単位：件、百万円、％）

区             分
平成18 年度 平成19 年度

件　数 金　額 件　数 金　額

年 始 現 在 15,709 44,962 16,197 46,043

新 契 約
復 活
金 額 の � 加
転 換 に よ る � 加
その他の異動による�加

1,516
8

−
−

47

4,055
42

0
−

367

280
5

−
−

67

945
24

0
−

462

死 亡
支 払 満 了
金 額 の 減 少
転 換 に よ る 減 少
� 約
失 効
その他の異動による減少

30
14

6
−

960
43
36

75
226

31
−

2,715
130
205

21
23

7
−

1,026
19
54

51
168

23
−

2,872
64

292

年 � 現 在
（　�　加　率　）

16,197
3.1

46,043
2.4

15,406
△ 4.9

44,003
△ 4.4

純 � 加
（　�　加　率　）

488
△ 89.7

1,081
△ 90.8

△ 791
△ 262.1

△ 2,039
△ 288.7

（注）金額は、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資と年金支払開始後契約の責任
準備金額の合計です。

③ 団体保険
（単位：件、百万円、％）

区             分
平成18 年度 平成19 年度

件　数 金　額 件　数 金　額

年 始 現 在 4,675,248 485,296 4,468,839 620,774

新 契 約
更 新
中 途 加 入
保 険 金 額 の � 加
その他の異動による�加

3,283
227,498
241,092

3,351
1,798

7,326
138,371
203,910

3,812
6,877

1,454
184,941
204,994

7,783
1,586

4,784
136,036

96,556
3,523
2,435

死 亡
満 期
脱 退
保 険 金 額 の 減 少
� 約
失 効
その他の異動による減少

15,656
229,225
433,497

65,375
536

11
1,155

824
136,342

69,766
11,917

1,084
33

4,932

15,362
228,170
386,162

68,880
58
−

343

709
144,695

49,277
10,459

53
−

228,280

年 � 現 在
（　�　加　率　）

4,468,839
△ 4.4

620,774
27.9

4,231,719
△ 5.3

430,634
△ 30.6

純 � 加
（　�　加　率　）

△ 206,409
−

135,477
53.5

△ 237,120
−

△ 190,139
△ 240.3

（注）１．金額は、死亡保険、生死混合保険、年金払特約の�要保障部分の合計です。
２．件数は、被保険者数を�します。

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）
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Ⅶ  業務の状況を示す指標等

（�）契約���の状況�）契約���の状況）契約���の状況

①　個人保険・個人年金保険の契約者配当金

　イ．配当の対象となる保険種類

当社が販売している個人保険には、契約者配当の有�により、�配当保険と５年ごと利差配

当付保険とがあります。このうち、契約者配当の対象となる 5 年ごと利差配当付保険を�体的5 年ごと利差配当付保険を�体的年ごと利差配当付保険を�体的

に列挙すると、次のとおりです。

　　　　　　　・5 年ごと利差配当付��保険　　　・5 年ごと利差配当付��約��金���保険

　　　　　　　・5 年ごと利差配当付養老保険　　　・5 年ごと利差配当付特定疾病保障��保険

　　　　　　　・5 年ごと利差配当付こども保険　　・5 年ごと利差配当付個人年金保険

　ロ．配当のしくみ

5 年ごと利差配当付保険については、責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益をこえ

た場合にご契約後 5 年ごとに配当金としてお支払いします。

このために、当社は毎年当該事業年度にかかる責任準備金等の運用益が当社の予定した運用

益をこえた場合、契約者配当準備金を積み立てます。なお、責任準備金等の運用益が当社の予

定した運用益を下回ったときは、契約者配当準備金を取り崩します。

契約者配当準備金は、契約者配当金としてお支払いをお約束するものではなく、運用実績等

によって変動（�減）し、契約者配当金をお支払いできないこともあります。

　ハ．平成 19 年度決算による契約者配当金

平成 19 年度�算による�5 年ごと利差配当付��保険�およ��5 年ごと利差配当付養老保険�19 年度�算による�5 年ごと利差配当付��保険�およ��5 年ごと利差配当付養老保険�年度�算による�5 年ごと利差配当付��保険�およ��5 年ごと利差配当付養老保険�5 年ごと利差配当付��保険�およ��5 年ごと利差配当付養老保険�年ごと利差配当付��保険�およ��5 年ごと利差配当付養老保険�5 年ごと利差配当付養老保険�年ごと利差配当付養老保険�

について契約者配当金を例示しますと次のとおりです。

　　　　〈例 1〉  5 年ごと利差配当付��保険の場合

　　　　　　    30 歳加入、60 歳払込満了、男性、年払、保険金 100 万円

　　　　　　    

契 約 日 予定利率 経過年数 保 険 料 契約者配当金

平成 10 年 10 月 1 � 2.90％ 10 年 18,351 円 0 円

平成 15 年 10 月 1 � 1.65％  5 年 25,149 円 803 円

　　　　〈例 2〉　5 年ごと利差配当付養老保険の場合

　　　　　　　  30 歳加入、60 歳満期、全期払込、男性、年払、保険金 100 万円

　　　　　　 　

契 約 日 予定利率 経過年数 保 険 料 契約者配当金

平成 10 年 10 月 1 � 2.90％ 10 年 26,555 円 0 円

平成 15 年 10 月 1 � 1.65％  5 年 31,436 円 1,036 円
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Ⅶ  業務の状況を示す指標等

　　　　 （注） 1.   経過年数とは平成 20 年 4 月 1 �から平成 21 年 3 月 31 �の間の契約応当�での経過

年数を示しています。

 2. 上記契約者配当金は、責任準備金に利差益配当率を乗じて計算された額です。 

  た�し、利差益配当率 ＝ 配当基準利回り − 予定利率  です。

 3. 利差配当付個人保険およ�利差配当付個人年金保険の配当基準利回り

　　　　　　　

（ご参考）平成 18 年度 平成 19 年度

分　割　払 1.90％ 2.00％

一　時　払 1.90％ 1.80％

   例示契約以外につきましても、上記の配当基準利回りに基づき契約者配当準備金を積立て

ています。

   なお、契約者配当準備金は契約者配当金として確定したものではなく、今後の運用実績等

によって変動（�減）し、お支払いできないこともあります。

②　団体保険の契約者配当金

　団体定期保険等の団体保険におきましては、商品の特性に応じて契約者配当準備金を積み立て、

満期時に、当社所定の方法により契約者配当金をお支払いします。
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Ⅶ− 2  保険契約に関する指標等

（1）保有契約増加率

　    

（単位：％）

区　　分 平成18 年度 平成19 年度

個 人 保 険 △ 0.5 △ 4.9

個 人 年 金 保 険 2.2 △ 4.9

団 体 保 険 27.9 △ 30.6

（注） 個人年金保険は、年金支払開始前契約について算出しています。

（2）新契約平均保�金及び保有契約平均保�金（個人保�）

　　

（単位：千円）

区　　分 平成18 年度 平成19 年度

新 契 約 平 均 保 険 金 8,462 7,295

保有契約平均保険金 8,994 8,728

（注）新契約平均保険金については、転換契約を含みません。

（�）新契約率（対�度始）

　　

（単位：％）

区　　分 平成18 年度 平成19 年度

個 人 保 険 10.9 5.5

個 人 年 金 保 険 9.1 2.1

団 体 保 険 1.5 0.8

（注）転換契約は含みません。

（�）解約失効率（対�度始）

　

　   

（単位：％）

区　　分 平成18 年度 平成19 年度

個 人 保 険 11.0 10.0

個 人 年 金 保 険 6.4 6.4

団 体 保 険 1.9 1.1
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（5）個人保�新契約平均保��（��契約）5）個人保�新契約平均保��（��契約））個人保�新契約平均保��（��契約）

　　　

（単位：円）

平成18年度 平成19年度

11,738 10,127

（注）転換契約は含みません。

（6）死亡率（個人保�主契約）

　　　

件　　 数　　 率 金　　 額　　 率

平成18 年度 平成19 年度 平成18年度 平成19年度

1.73‰ 2.32‰ 1.15‰ 1.32‰

（注）１．‰は、｛分子／分母｝×1000の数�です。
２．死亡率は、死亡／｛（年始保有＋年�保有＋死亡）／2｝で計算しました。  

（�）特約発生率（個人保�）

　　　

区　　　　　　分 平成18年度 平成19年度

災 害 死 亡 保 障 契 約
件　数
金　額

 0.42 ‰
 0.36 ‰

 0.11 ‰
 0.08 ‰

障 害 保 障 契 約
件　数
金　額

 0.14
 0.01

 0.07
 0.01

災 害 入 院 保 障 契 約
件　数
金　額

 3.80
 98.10

 4.70
 145.88

疾 病 入 院 保 障 契 約
件　数
金　額

 33.28
 667.53

 35.21
 654.14

成人病入院保障契約
件　数
金　額

 18.06
 311.96

 16.23
 301.93

疾病・傷害手術保障契約 件　数  25.70  29.38

成人病手術保障契約 件　数  −  −

（注）１． 件数の特約発生率は、分子を支払件数、分母を平均保有特
約件数として算出しています。

２． 金額の特約発生率は、分子を支払金額、分母を平均保有保障
金額として算出しています。

（8）事業費率（対収入保��）

　　

（単位：％）

平成18 年度 平成19 年度

14.2 18.6
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（�）保�契約��保�������������保�������主��保����の��）保�契約��保�������������保�������主��保����の�）保�契約��保�������������保�������主��保����の�

　　　   

平成18 年度 平成19 年度

3 3

（10） 保�契約��保�������������保�������保����のうち�支��保��
の額が大�い上位 5 ��対す�支��保��の割�

　　　
平成18 年度 平成19 年度

100.0％ 100.0％

（11） 保�契約��保�������������保�������主��保����の格��関�よ
�格��基づく区分ごとの支��保��の割�

　　　

格付区分 平成18 年度 平成19 年度

AA 0.0％ 0.0％

AA− 23.2％ 25.5％

A+ 63.2％ 61.2％

A− 13.6％ 13.3％

（注）格付はスタンダード・アンド・プアーズ社によるものに基づいております。

（12）未だ収��てい�い�保�金の額

　　　

（単位：百万円）

平成18 年度 平成19 年度

20 1

（1�）第三分野保�の給�事由又は保�種類の区分ごとの�発生保�金額の経過保���対す�割�

　　　

（単位：％）

平成18 年度 平成19 年度

第 三 分 野 発 生 率 23.3 24.3

医療（疾病） 22.9 25.7

が　　　ん −      −

介　　　護 −      −

そ　の　他 24.1 20.6
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Ⅶ− 3  経理に関する指標等

（1）支�備金明細表

　　　

（単位：百万円）

区　　　　　分 平成18 年度末 平成19 年度末

保

険

金

死 亡 保 険 金 378 375

災 害 保 険 金 11 9

高 度 障 害 保 険 金 25 27

満 期 保 険 金 17 4

そ の 他 — —

小 計 432 417

年 金 2 0

給 付 金 102 98

� 約 � � 金 180 140

保 険 金 据 置 支 払 金 — —

そ の 他 共 計 717 657

（2）責任準備金明細表

　　

（単位：百万円）

区　　　　　分 平成17 年度末 平成18 年度末 平成19 年度末

責 任 準 備 金
（除危険準備金）

個 人 保 険 43,145 53,155 56,676

個人年金保険 9,798 11,759 12,980

団 体 保 険 54 68 69

そ の 他 — — —

小 計 52,997 64,982 69,725

危　 険　 準　 備　 金 1,011 1,109 965

合　　　　　計 54,009 66,092 70,691

（３）責任準備金残高の内訳

　　　

（単位：百万円）

区　　分 保険料積立金 未経過保険料 危険準備金 平成 19 年度末合計

残　　高 68,314 1,410 965 70,691
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（�）個人保�及び個人�金保�の責任準備金の積立方式�積立率�残高（契約�度�）

　　　①責任準備金の積立方式、積立率

　

            

区　　　　　分 平成18年度末 平成19年度末

積立方式

標準責任準備金
対象契約

５年チルメル式
た�し、一部の契約は

平準純保険料式
平準純保険料式

標準責任準備金
対象外契約 ５年チルメル式 平準純保険料式

積立率（危険準備金を除く） 100.0％ 100.0％

（注）１．積立方式及�積立率は、個人保険及�個人年金保険を対象としています。なお、団
体保険の責任準備金は積立方式という概念がないため、上記には含んでいません。

２．積立率については、標準責任準備金対象契約に関しては平成８年大蔵省告示第48号
に定める方式により、また、標準責任準備金対象外契約に関しては平準純保険料式
により計算した保険料積立金、及�未経過保険料に対する積立率を記載しています。

　　　②責任準備金残高（契約年度別）

　　　　

契約年度 責任準備金残高 予定利率

1996年度〜2000年度 32,092 百万円 1.85％〜3.10％

2001年度〜2005年度 28,428 百万円 1.15％〜1.75％

2006年度 7,989 百万円 1.15％〜1.75％

2007年度 1,145 百万円 1.25％〜1.75％

（注）１．�責任準備金残高�は、個人保険及�個人年金保険の責任準備金（特別勘定の責任
準備金及�危険準備金を除く）を記載しています。

２．�予定利率�については、各契約年度別の責任準備金に係る�な予定利率を記載 
しています。

（5） 特�勘定�設��保�契約であって�保�金�の額�最低保証�てい�保�契約�係�一般勘 

定の責任準備金の残高�算出方法�その計算の基礎と��係�

　　該当ありません。

（6）契約���準備金明細表

　　

（単位：百万円）

区　　　　　分 個人保険 個人年金保険 団体保険 合　　計

平
成
18
年
度

前  年  度  �  現  在
利 息 に よ る � 加
配当金支払による減少
当  年  度  繰  入  額
当  年  度  �  現  在

36
0
7
9

38
（22）

　57
0
2

42
96

（6）

435
—

483
679
631

（−）

528
0

493
730
766

（29）

平
成
19
年
度

前  年  度  �  現  在
利 息 に よ る � 加
配当金支払による減少
当  年  度  繰  入  額
当  年  度  �  現  在

38
0
8

15
44

（23）

　96
0
3

49
142

（10）

631
—

631
493
493

（−）

766
0

644
557
680

（33）

（注）（　）�はうち積立配当金額です。

（ ）
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（�）��金明細表

　

　

（単位：百万円）

区　　　　　分 前期末残高 当期末残高 当期増減

貸
倒
引
当
金

一 般 貸 倒 引 当 金 — — —

個 別 貸 倒 引 当 金 1 — △ 1

特定海外債権引当勘定 — — —

退 職 給 付 引 当 金 0 0 —

価 格 変 動 準 備 金 92 110 17

（注）計上の理由及�算定方法については、貸借対照�の注記に記載しているた
め、省略します。

（8）特定������勘定の状況8）特定������勘定の状況）特定������勘定の状況

　　該当ありません。

（�）資本金�明細表

　　

（単位：百万円）

区　　　　　分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 摘　要

資　本　金 10,000 — — 10,000

う ち 既
発行株式

普通株式
（200千株）
10,000

（−株）
−

（−株）
−

（200千株）
10,000

計 10,000 — — 10,000

資本剰余金

（資本準備金） — — — —

（その他資本剰余金） — — — —

計 — — — —

（10）保��明細表

　　

（単位：百万円）

区　　　　　分 平成18 年度 平成19 年度

個 人 保 険

（ う ち 一 時 払 ）

（ う ち 年 払 ）

（ う ち 半 年 払 ）

（ う ち 月 払 ）

17,744

6,669

1,134

38

9,901

11,746

940

1,118

38

9,649

個 人 年 金 保 険

（ う ち 一 時 払 ）

（ う ち 年 払 ）

（ う ち 半 年 払 ）

（ う ち 月 払 ）

2,258

368

114

5

1,771

1,847

5

108

4

1,729

団 体 保 険 2,069 1,812

そ の 他 共 計 22,072 15,406
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（11）保�金明細表

　　　

（単位：百万円）

区　　　　　分 個人保険 個人年金保険 団体保険 平成19 年度
合 計

平成18 年度
合 計

死 亡 保 険 金

災 害 保 険 金

高 度 障 害 保 険 金

満 期 保 険 金

そ の 他

733

5

22

1,342

—

—

—

—

—

—

870

3

55

—

—

1,603

8

78

1,342

—

1,814

25

53

1,042

—

合 計 2,104 — 929 3,033 2,936

（12）�金明細表 

　　　

（単位：百万円）

個人保険 個人年金保険 団体保険 平成19 年度
合 計

平成18 年度
合 計

29 66 3 98 71

（1�）給�金明細表 

　　　

（単位：百万円）

区　　　　　分 個人保険 個人年金保険 団体保険 平成19 年度
合 計

平成18 年度
合 計

死 亡 給 付 金
入 院 給 付 金
手 術 給 付 金
障 害 給 付 金
生 存 給 付 金
一 時 金
そ の 他

3
219
145

0
128
167

21

16
0
0
—
—
7
0

—
2
—
1
—
—
—

20
221
146

1
128
174

21

32
217
123

8
184
231

51

合 計 687 24 3 715 849

（1�）解約返戻金明細表 

　　　

（単位：百万円）

個人保険 個人年金保険 団体保険 平成19 年度
合 計

平成18 年度
合 計

2,750 492 — 3,243 2,904
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（15）減価償却費明細表

　　　

（単位：百万円）

区　　　　　分 取得原価 当期償却額 減価償却
累計額 当期末残高 償却累計率

（％）

有 形 固 定 資 産 139 9 47 92 33.7

建 物 36 0 0 36   1.9

その他の有形固定資産 103 9 46 56 45.1

� 形 固 定 資 産 500 62 198 302 39.6

合 計 640 71 245 394 38.3

（16）事業費明細表

　　　

（単位：百万円）

区　　　　　分 平成18 年度 平成19 年度

営 業 活 動 費 1,014 641

営 業 管 理 費 21 8

一 般 管 理 費 2,101 2,210

合 計 3,138 2,860

（1�）税金明細表

　　　

（単位：百万円）

区　　　　　分 平成18 年度 平成19 年度

国 税

消 費 税

印 紙 税

そ の 他 の 国 税

8

3

4

—

8

5

3

—

地 方 税

地 方 消 費 税

法 人 事 業 税

固 定 資 産 税

事 業 所 税

そ の 他 の 地 方 税

70

0

68

0

0

—

52

1

47

1

2

—

合 計 78 61

（18）リース取�

　　　該当ありません。
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Ⅶ−４  資産運用に関する指標等

（1）資産運用の概況

①　平成 19 年度の資産の運用概況

イ．運用環境

平成 19 年度は物価安定の下での持続的経済成長の実現がテーマとなりました。世界的な信

用不安の拡大や原油急騰等もあり、先行きに対する警戒感が台頭、3 月には米大手証券の実

質破綻報道等もあり、景況感が悪化しました。

かかる状況を反映して、国�株式市場においては TOPIX、�経平均ともに 3 月中旬に安�

をつけ、年度��経平均は 12,000 円台で�了しました。

長期金利については、世界的な金融引締め懸念の波及等で 6 月中旬から 7 月上旬にかけて

10 年国債利回りが上昇し 2.0%に接近しましたが、米国の連続利下げや�銀の追加利上げ観

測後退等により�下し、年度�は 1.2%台で�了しました。

円相場については、�米金利差等を背景に円安トレンドで始まりましたが、7 月から一転

して円が買�され 3 月中旬には一時 95 円台まで上昇、年度�は 99 円台で�了しました。時 95 円台まで上昇、年度�は 99 円台で�了しました。95 円台まで上昇、年度�は 99 円台で�了しました。

ロ．当社の運用方針

資金の性格に鑑み、安全性を基本としつつ、長期、安定的な収益を確保できる資産構築を

目指し、国�公社債への投資を軸とした運用方針としました。

市場動向やリスク許容度を勘案し、外貨建資産については投資を控え、国�株式について

は若干の買い�しに止めました。また、�金利下における利配収入を補うべく、マーケット

リスクに留意しつつ保有資産を背景としたオプション取引を一部活用するとともに、適宜保

有資産の売却も実施し実質収益の拡大を図りました。

金融環境の変化に対応し、効率的運用を行うと同時に、資産の健全性を高めるように努め

ております。

ハ．運用実績の概況

平成 19 年度�の一般勘定資産 ( �資産 ) は、前年度�から 4,849 百万円�加し、81,897

百万円となりました。�な�訳は公社債の 70,914 百万円で、�資産構成比 86.6%であります。

平成 19 年度の資産運用収益は、利息及�配当金収入が 1,464 百万円、収益全体では

1,657 百万円となりました。一方、資産運用費用は 185 百万円となり、資産運用損益合計で

は 1,472 百万円となりました。

平成 19 年度�の含み損益 ( 時価と帳簿価額との差損益 ) は、1,937 百万円 ( �な�訳は公価額との差損益 ) は、1,937 百万円 ( �な�訳は公との差損益 ) は、1,937 百万円 ( �な�訳は公

社債 1,664 百万円、株式 325 百万円 ) となりました。
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②　ポートフォリオの推移

ロ.　資産の増減                                                                                 ����（単位：百万円）

区　　　　分 平成18 年度 平成19 年度

現預金・コールローン 461 △ 784
買　現　先　勘　定 — —
債券貸借取引支払保証金 — —
買 入 金 銭 債 権 — —
商 品 有 価 証 券 — —
金 銭 の 信 託 — —
有 価 証 券 11,387 4,903

公 社 債 11,141 5,774
株 式 707 △ 512

外 国 証 券 △ 408 △ 329
公 社 債 △ 408 △ 329
株 式 等 — —

そ の 他 の 証 券 △ 52 △ 29
貸 付 金 199 239

保 険 約 款 貸 付 199 239
一 般 貸 付 — —

不 動 産 — 36
繰 延 税 金 資 産 244 236
そ の 他 357 217
貸 倒 引 当 金 △ 1 1
合 　 　 　 　 計 12,648 4,849

うち外貨建資産 △ 0 △ 0

イ .　資産の構成                                                                          　　　　 （単位：百万円、％）

区　　　　分
平成18 年度末 平成19 年度末

金　　額 占　　率 金　　額 占　　率
現預金・コールローン 3,751 4.9 2,966 3.6
買　現　先　勘　定 — — — —
債券貸借取引支払保証金 — — — —
買 入 金 銭 債 権 — — — —
商 品 有 価 証 券 — — — —
金 銭 の 信 託 — — — —
有 価 証 券 69,646 90.4 74,549 91.0

公 社 債 65,139 84.5 70,914 86.6
株 式 2,627 3.4 2,114 2.6
外 国 証 券 507 0.7 177 0.2

公 社 債 507 0.7 177 0.2
株 式 等 — — — —

そ の 他 の 証 券 1,372 1.8 1,343 1.6
貸 付 金 1,801 2.3 2,040 2.5

保 険 約 款 貸 付 1,801 2.3 2,040 2.5
一 般 貸 付 — — — —

不 動 産 — — 36 0.0
繰 延 税 金 資 産 244 0.3 481 0.6
そ の 他 1,605 2.1 1,823 2.2
貸 倒 引 当 金 △ 1 △ 0.0 — —
合 　 　 　 　 計 77,048 100.0 81,897 100.0

うち外貨建資産 0 0.0 0 0.0
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（2）運用利回り                                                                                     （単位：％）

区　　　　　分 平成18 年度 平成19 年度
現 預 金 ・ コ ー ル ロ ー ン — —
買 現 先 勘 定 — —
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 — —
買 入 金 銭 債 権 — —
商 品 有 価 証 券 — —
金 銭 の 信 託 — —
有 価 証 券 1.97 1.96

う ち 公 社 債 1.97 2.08
う ち 株 式 2.28 △ 1.71
う ち 外 国 証 券 3.32 2.61

貸 付 金 3.32 3.44
う ち 一 般 貸 付 — —

不 動 産 — —

一 般 勘 定 計 1.86 1.87

（注）利回り計算式の分母は帳簿価額ベースの�々平均残高、分子は経常損益中、資産
運用収益−資産運用費用として算出した利回りです。

（�）主�資産の平均残高                                                                    （単位：百万円）

区　　　　　分 平成18 年度 平成19 年度
現 預 金 ・ コ ー ル ロ ー ン 3,930 3,705
買 現 先 勘 定 — —
債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金 — —
買 入 金 銭 債 権 — —
商 品 有 価 証 券 — —
金 銭 の 信 託 — —
有 価 証 券 63,397 71,737

う ち 公 社 債 59,824 68,036
う ち 株 式 1,367 1,849
う ち 外 国 証 券 837 481

貸 付 金 1,709 1,927
う ち 一 般 貸 付 — —

不 動 産 — —

一　　般　　勘　　定　　計 70,187 78,907
う ち 海 外 投 融 資 837 481

（�）資産運用収益明細表                                                                    （単位：百万円）

区　　　　　分 平成18 年度 平成19 年度
利 息 及 � 配 当 金 等 収 入 1,271 1,464
商 品 有 価 証 券 運 用 益 — —
金 銭 の 信 託 運 用 益 — —
売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益 — —
有 価 証 券 売 却 益 246 192
有 価 証 券 償 還 益 — —
金 融 派 生 商 品 収 益 — —
為 替 差 益 — —
そ の 他 運 用 収 益 — —
合 計 1,518 1,657
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（5）資産運用費用明細表

      

（単位：百万円）

区　　　　　分 平成18 年度 平成19 年度
支 払 利 息 0 0
商 品 有 価 証 券 運 用 損 — —
金 銭 の 信 託 運 用 損 — —
売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 損 — —
有 価 証 券 売 却 損 112 100
有 価 証 券 評 価 損 — —
有 価 証 券 償 還 損 — —
金 融 派 生 商 品 費 用 98 83
為 替 差 損 — —
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 1 —
貸 付 金 償 却 — —
賃貸用不動産等減価償却費 — —
そ の 他 運 用 費 用 0 0
合 計 213 185

（6）利息及び��金�収入明細表

      

（単位：百万円）

区　　　　　分 平成18 年度 平成19 年度

預 貯 金 利 息 — —

有 価 証 券 利 息・ 配 当 金 1,214 1,398

公 社 債 利 息 1,152 1,327

株 式 配 当 金 31 45

外 国 証 券 利 息 配 当 金 21 12

貸 付 金 利 息 56 66

不 動 産 賃 貸 料 — —

そ の 他 共 計 1,271 1,464

（�）有価証券売却益明細表

　　

（単位：百万円）

区　　　　　分 平成18 年度 平成19 年度

国 債 等 債 券 239 191

株 式 等 — 1

外 国 証 券 6 —

そ の 他 共 計 246 192
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（8）有価証券売却�明細表8）有価証券売却�明細表）有価証券売却�明細表

 　　     

（単位：百万円）

区　　　　　分 平成18 年度 平成19 年度

国 債 等 債 券 110 21

株 式 等 2 78

外 国 証 券 — —

そ の 他 共 計 112 100

（�）有価証券評価�明細表

    　     

（単位：百万円）

区　　　　　分 平成18 年度 平成19 年度

国 債 等 債 券 — —

株 式 等 — —

外 国 証 券 — —

そ の 他 共 計 — —

（10）商品有価証券明細表

　該当ありません。該当ありません。

（11）商品有価証券売買高

   該当ありません。

（12）有価証券明細表

　　　

（単位：百万円、％）

区　　　　　分
平成18 年度末 平成19 年度末

金　　額 占　率 金　　額 占　率

国 債 41,518 59.6 43,730 58.7

地 方 債 — — — —

社 債 23,621 33.9 27,184 36.5

うち公社・公団債 2,070 3.0 2,508 3.4

株 式 2,627 3.8 2,114 2.8

外 国 証 券 507 0.7 177 0.2

公 社 債 507 0.7 177 0.2

株 式 等 — — — —

そ の 他 の 証 券 1,372 2.0 1,343 1.8

合 計 69,646 100.0 74,549 100.0
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Ⅶ  業務の状況を示す指標等

（1�）有価証券残存期間�残高

（単位：百万円）

区　　分

平成18 年度末

1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下

10年超
（期間の定
めのないも
のを含む）

合　　計

国 債 — — — 693 5,383 35,440 41,518

地 方 債 — — — — — — —

社 債 201 830 910 3,870 7,565 10,243 23,621

株 式 2,627 2,627

外 国 証 券 304 — — — — 203 507

公 社 債 304 — — — — 203 507

株 式 等 — — — — — — —

その他の証券 — — — — — 1,372 1,372

合 計 505 830 910 4,564 12,949 49,887 69,646

（単位：百万円）

区　　分

平成19 年度末

1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下

10年超
（期間の定
めのないも
のを含む）

合　　計

国 債 — — 303 2,495 199 40,730 43,730

地 方 債 — — — — — — —

社 債 405 713 2,038 4,808 7,614 11,603 27,184

株 式 2,114 2,114

外 国 証 券 — — — — — 177 177

公 社 債 — — — — — 177 177

株 式 等 — — — — — — —

その他の証券 — — — — — 1,343 1,343

合 計 405 713 2,341 7,304 7,814 55,970 74,549
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Ⅶ  業務の状況を示す指標等

（1�）保有���の期�残高利回り1�）保有���の期�残高利回り）保有���の期�残高利回り 

　　　　

（単位：％）

区　　　　　分 平成18 年度末 平成19 年度末

公 　 　  社 　 　  債 2.01 2.06

外  国  公  社  債 2.60 2.90

（15）業種��式保有明細表15）業種��式保有明細表）業種��式保有明細表 

         

（単位：百万円、％）

区　　　　　分
平成18 年度末 平成19 年度末

金　　額 占　率 金　　額 占　率
水 産 ・ 農 林 業 — — — —
鉱 業 — — — —
建 設 業 — — — —

製
　
造
　
業

食 料 品
繊 維 製 品
パ ル プ ・ 紙
化 学
医 薬 品
石油・石炭製品
ゴ ム 製 品
ガラス・土石製品
鉄 鋼
非 鉄 金 属
金 属 製 品
機 械
電 気 機 器
輸 送 用 機 器
精 密 機 器
そ の 他 製 品

72
19
—

123
386

59
—
—

99
25
—
—

496
245

82
205

2.8
0.8

—
4.7

14.7
2.3

—
—

3.8
1.0

—
—

18.9
9.4
3.1
7.8

75
12
35

127
249

38
—
—

59
—

49
—

375
161

—
305

3.6
0.6
1.7
6.0

11.8
1.8

—
—

2.8
—

2.3
—

17.8
7.6

—
14.4

電 気 ・ ガ ス 業 50 1.9 36 1.7
運
輸
・
情
報
通
信
業

陸 運 業
海 運 業
空 運 業
倉庫・運輸関連業
情 報・ 通 信 業

57
—
—
—

268

2.2
—
—
—

10.2

32
—
—
—

222

1.6
—
—
—

10.5

商
業

卸 売 業
小 売 業

—
107

—
4.1

—
75

—
3.5

金
融
・
保
険
業

銀 行 業
証券、商品先物取引業
保 険 業
そ の 他 金 融 業

—
157

—
—

—
6.0

—
—

—
95
—
—

—
4.5

—
—

不 動 産 業 — — — —
サ ー ビ ス 業 168 6.4 161 7.7
合 計 2,627 100.0 2,114 100.0
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Ⅶ  業務の状況を示す指標等

（16）貸�金明細表

         

（単位：百万円）

区　　　　　分 平成18年度末残高 平成19年度末残高
保   険   約   款   貸   付 1,801 2,040

契     約     者     貸     付 1,303 1,565
保  険  料  振  替  貸  付 497 475

一 般 貸 付
（ う ち 非 居 住 者 貸 付 ）

—
—

—
—

企 業 貸 付
（ う ち 国 � 企 業 向 け ）

—
—

—
—

国・国際機関・政府関係機関貸付 — —
公 共 団 体 ・ 公 企 業 貸 付 — —
住　 宅　 ロ　ー　 ン — —
消   費   者   ロ   ー   ン — —
そ 　 　 　 の 　 　 　 他 — —

合 　 　 　 　   計 1,801 2,040

（1�）貸�金残存期間�残高
  該当ありません。

（18）国内企業向�貸�金企業規模�内訳
  該当ありません。

（1�）貸�金業種�内訳
  該当ありません。

（20）貸�金使途�内訳
  該当ありません。

（21）貸�金地域�内訳
  該当ありません。

（22）貸�金担保�内訳
  該当ありません。

（2�）有形固定資産明細表
①　有形固定資産の明細

（単位：百万円）

区　　　分 前期末
残　高

当　期
増加額

当　期
減少額

当　期
償却額

当期末
残　高

減価償却
累計額

償却累計率
（％）

平
成 
18 
年
度

土　　　　 地 — — — — — — —
建　　　　 物 — — — — — — —
建 設 仮 勘 定 — — — — — — —
その他の有形固定資産 15 10 1 8 15 60 79.6
合　　　　 計 15 10 1 8 15 60 79.6

平
成 
19 
年
度

土　　　　 地 — — — — — — —
建　　　　 物 — 36 — 0 36 0 1.9
建 設 仮 勘 定 — — — — — — —
その他の有形固定資産 15 56 5 9 56 46 45.1

合　　　　 計 15 93 5 9 92 47 33.7

（注）償却累計率は、取得価額に対する減価償却累計額の割合です。

（　）

（　）

（　）

（　）
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Ⅶ  業務の状況を示す指標等

②　不動産残高及び賃貸用ビル保有数

　

（単位：百万円）

区　　　　　　分　　　　　　分分 平成 18 年度末 平成 19 年度末
不 動 産 残 高 − 36

営 業 用 − 36
賃 貸 用 − −

賃貸用ビル保有数 　　−　�−　�　�� 　　−　�−　�　��

（2�）固定資産�処分益明細表

  該当ありません。

（25）固定資産�処分�明細表

　　

　　　　

（単位：百万円）

区　　　　　分 平成18 年度 平成19 年度
有 形 固 定 資 産 0 2

土 地 — —
建 物 — —
そ の 他 0 2

� 形 固 定 資 産 — —
そ の 他 — —
合 計 0 2

（26）賃貸用不動産�減価償却費明細表

  該当ありません。

（2�）��投融資の状況

①　資産別明細

イ．外貨建資産

　　該当ありません。該当ありません。

ロ．円貨額が確定した外貨建資産

　　����������������

ハ．円貨建資産

　　　　　

（単位：百万円、％）

区　　　　　分
平成18年度末 平成19年度末

金　額 占　率 金　額 占　率

非 居 住 者 貸 付 — — — —

公社債（円建外債）・その他 507 100.0 177 100.0

小　　　　　 計 507 100.0 177 100.0
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Ⅶ  業務の状況を示す指標等

ニ．合　　計
（単位：百万円、％）

区　　　　　分
平成18年度末 平成19年度末

金　額 占　率 金　額 占　率

海 外 投 融 資 507 100.0 177 100.0

②　地域別構成

　

（単位：百万円、％）

区　　　分

平成18 年度末

外 国 証 券 非居住者
貸付公　社　債 株　式　等

金　額 占　率 金　額 占　率 金　額 占　率 金　額 占　率
北 米 — — — — — — — —
ヨーロッパ 304 55.9 304 55.9 — — — —
オセアニア — — — — — — — —
ア ジ ア 203 40.1 203 40.1 — — — —
中 南 米 — — — — — — — —
中 東 — — — — — — — —
ア フ リ カ — — — — — — — —
国 際 機 関 — — — — — — — —
合 計 507 100.0 507 100.0 — — — —

　

（単位：百万円、％）

区　　　分

平成19 年度末

外 国 証 券 非居住者
貸付公　社　債 株　式　等

金　額 占　率 金　額 占　率 金　額 占　率 金　額 占　率
北 米 — — — — — — — —
ヨーロッパ — — — — — — — —
オセアニア — — — — — — — —
ア ジ ア 177 100.0 177 100.0 — — — —
中 南 米 — — — — — — — —
中 東 — — — — — — — —
ア フ リ カ — — — — — — — —
国 際 機 関 — — — — — — — —
合 計 177 100.0 177 100.0 — — — —

③　外貨建資産の通貨別構成

　外貨建運用資産残高は、ありません。外貨建運用資産残高は、ありません。

（28）��投融資利回り

　　　

（単位：％）

平成18年度 平成19年度

3.32 2.61
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Ⅶ  業務の状況を示す指標等

（2�）�共関係投融資の概況（新規��額�貸出額）

  該当ありません。

（�0）各種ローン金利

  該当ありません。

（�1）その他の資産明細表

  該当ありません。

Ⅶ− 5  有価証券等の時価情報（一般勘定）

当社の勘定はすべて一般勘定で、前記Ⅵ− 9 のとおりです。

45-70Ⅵ.indd   70 08.9.5   9:45:46 AM



71

Ⅷ  保険会社の運営

Ⅷ−１  リスク管理体制について
（1）基本方針

当社では、金融自由化や国際化等に伴う環境変化の中で、経営を取り巻くリスクについて、的確に

認識のうえ、その健全性、透明性を確保し、����の���に��えで���う、リスク��������の���に��えで���う、リスク����の���に��えで���う、リスク����

を構築してい�す。

（2）リスク管理体制

経営上の様々なリスクに対�で���う、社長を委員長とす�「リスク��委員会」を設置し、�

らに、各リスクを��す���として、「保険引受リスク��部会」、「運用リスク��部会」、「事務

リスク��部会」、「システムリスク��部会」を設置してい�す。各部会では、リスクの種類に�じ

た分析、評価、モニタリング等を実施のうえ、適切なリスク��が行え��う����の徹底を図っ

てい�す。

�た、情報リスクに関しては、リスク��の主�を各部門に位置づけ�とともに、情報��責任者

の配置を行い、��の徹底を図ってい�す。

［リスク管理委員会］

リスク��委員会は保険事業を取り巻く経営環境

が急激に変化す�中で、保険会社が自ら責任をも

って種々のリスクを的確に把握・��していくこ

とが重要であ�との認識のもと、各リスクを統合

し��してい�す。

リスク��委員会が統合・��す�リスクは次の

と�りです。

　○保険引受リスク

　○市場関連リスク

　○信用リスク

　○流動性リスク

　○事務リスク

　○システムリスク

　○情報リスク

　○その他のリスク

当社では、会社法の定めに��監査役 3 名が取締役の業務執行に対して監査にあたってい�す。�た、

会計に関す�事項については、監査法人であ�新日本監査法人の会計監査を受けてい�す。このほか、

監査部に��内部監査を通じて業務の適正化と効率化に努めて�り、業務����強化に取り組んでい

�す。

将来の不利益が財務の健全性に与え�影響のチェックのため、金利水準、死亡指数等に一定のストレ

スをかけた将来収支予測に����を実施してい�す。2007 年度に���しては、金利水準、失効・

解約率、保険事故発生率にそれぞれ一定の負荷をかけた 3 種類のストレステストを実施し�した。その

結果は、保険引受リスク��部会で審議のうえ、リスク��委員会へ報告し、経営に重大な影響を与え

�ことが予測�れ�場合は、必要な措置を講じ、経営の安定を図�こととしてい�す。

Ⅷ  

保
険
会
社
の
運
営

取　締　役　会

リスク管理委員会

保
険
引
受
リ
ス
ク
管
理
部
会

運

用

リ
ス
ク
管

理

部

会

事

務

リ
ス
ク
管

理

部

会

シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
部
会

情
報
資
産
管
理
統
括
責
任
者

＜リスク管理体制図＞
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Ⅷ  保険会社の運営

再保険に関し�しては、取引先の選定に際し、受再保険の信用状況を確認のうえ、国内外の各受再保険

会社に対して適度に再保険責任を分散し、信用状況からは予測しえないリスクの回避・軽減を図ってい�す。

◎リスクの種類と内容

リスクの種類 内　　容

保険引受リスク

（ 責任準備金及び支

払備金を含み�す）

保険料設定時に予想で�なかった事情に�り、保険料計算の基礎として設定した計算基

礎率（予定死亡率、予定利率など）について、実際との差異が生じ�ことなどに�り損

失を被�リスクです。

市場関連リスク
金利や有価証券、為替等の市場価格の変動に�り保有資産価値が変動し、損失を被�リ

スクです。

信用リスク
主に貸付金や債権について、信用供与先の財務状況悪化等に�り、資産の価値が減少・

消失し、損失を被�リスクです。

流動性リスク

新契約の減少、解約返戻金支出の増加、巨大災害での保険金支払い等に�り資金繰りが

悪化し、資金の確保に通常�りも著しく低い価格での資産売却を余儀なく�れ�ことに

�り損失を被�リスク（資金繰りリスク）と、市場の混乱等に�り市場に�いて取引が

で�なかったり、通常�りも著しく不利な価格での取引を余儀なく�れ�ことに�り損

失を被�リスク等（市場流動性リスク）から成り�す。

事務リスク
役員、社員及び保険募集人が正確な事務を怠�、あ�いは事故・不正等を起こすことに

�り損失を被�リスクです。

システムリスク
コンピュータシステムのダウン・誤作動等のシステムの不備やコンピュータの不正使用

に�り損失を被�リスクです。

情報リスク 情報の機密性等が損なわれ�ことに�り損失を被�リスクです。

その他リスク
法務リスク、風評リスク、大地震災害リスク、不動産投資リスク（現時点で該当資産なし）

等です。

Ⅷ− 2　コンプライアンス（法令等遵守）推進体制について
（1）基本方針

当社では、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、すべての法律��び社会

的良識を踏�えた事業運営を行うことで����や社会の信�にこたえ、����から選�れ��業����や社会の信�にこたえ、����から選�れ��業や社会の信�にこたえ、����から選�れ��業����から選�れ��業から選�れ��業

となれ��う取り組みを強化してい�す。

その基本方針として、「�コクしんらい生�����」を定め、役員・社員の行動基準を明確にし�コクしんらい生�����」を定め、役員・社員の行動基準を明確にししんらい生�����」を定め、役員・社員の行動基準を明確にし

てい�す。

＜基本原則＞

　�　すべての法���びその��を��す��　すべての法���びその��を��す�

　��　事業�動全�を、効率的で、��、�正かつ透明なものとし、����び�主の利益を最�先�� 　事業�動全�を、効率的で、��、�正かつ透明なものとし、����び�主の利益を最�先

とす�

　�　自�責任の��に�って、社会��・��に基づく良識あ�行動をと��　自�責任の��に�って、社会��・��に基づく良識あ�行動をと�

　��　地�環境�題に配�し、�資�・�����ー、�環�経�社会の構築に�け、自主的、���� 　地�環境�題に配�し、�資�・�����ー、�環�経�社会の構築に�け、自主的、��

的に行動す�

　�　�々人の人権を�重し、��・�等に��す��　�々人の人権を�重し、��・�等に��す�

　��　役員・社員は�法�等��に��基本方針���び�役員・社員行動���に�って行動す��� 　役員・社員は�法�等��に��基本方針���び�役員・社員行動���に�って行動す�
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Ⅷ  保険会社の運営

（2）推進体制

「�コクしんらい生�����」の下、すべての役員・本社部長が参画す�社長を委員長とした「法

���委員会」を設置し、各種�ー�の��状況やコンプライアンス推進に���別施策の進捗状況

を定�的にチェックす�等の役割を担うことに�り推進してい�す。

な�、日常的なコンプライアンス推進につ��しては、本社各部門が責任をもって担うことを��、本社各部門が責任をもって担うことを��本社各部門が責任をもって担うことを��

とし、各部長を�部内コンプライアンス統�責任者�と位置づけ、担当部門に�け�法�等��を徹、各部長を�部内コンプライアンス統�責任者�と位置づけ、担当部門に�け�法�等��を徹

底�せ�とともに、コンプライアンス推進に�いて必要とな�他部門との調整を行う等の業務運営を

行ってい�す。

�た、コンプライアンスの定着・徹底に�け、すべての役員・社員に対して「コンプライアンス・・

プログラム」の配布と研修受講を義務付け、徹底を図ってい�す。

＜体制図＞

事務局：
コンプライアンス・リスク統轄部

取 締 役 会

法 令 遵 守 委 員 会
（委員長：社長）

本社各部（各部長：部内コンプライアンス統括責任者）

富国生命・ 共栄火災

代 理 店
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Ⅷ− 3　第三分野の責任準備金積立ルール・事後検証等について
（法第 121 条第 1 項第 1 号の確認（第�分�保険に��ものに��）の合�性及び�当性）�分�保険に��ものに��）の合�性及び�当性）分�保険に��ものに��）の合�性及び�当性）及び�当性）�当性）

少子高齢化が進行す�中で、医療保険や介護保険等のいわゆ�第�分�商品は医療政策等の外的要因や

保険契約者の想定外の行動の影響を受けやすく、長�的な不確実性を有してい�と考えられてい�す。

第�分�商品の責任準備金については、保険業法等の定め�ところに従って、標準責任準備金の�み立

てを行って�り�すが、上記の�うな観点から、当社では商品�とに予め設定した予定発生率が十分なリ

スクをカバーしてい�か確認す�ために社内�定に基づいて定�的にストレステストを実施し、リスクの

カバーが不十分と判断�れた場合、危険準備金を�み立て�こととして�り�す。

�らに、一定の場合には、将来収支分析（負債十分性テスト）を実施し、保険料�立金を追加して�み

立て�こととして�り�す。

当社ではストレステストの実施に当たり、過去 5 年間の保険事故発生率等の実績に基づいてテスト実

施�間（基準日�り将来 10 年間）の発生率に関す�リスクの 99%をカバーす�発生率（危険発生率 A

という）と 97.7％をカバーす�発生率（危険発生率 B という）を統計的手法に�り予測して�り�す。

この危険発生率 A に��将来発生す�保険金額と予定発生率に基づく保険金額を比較して予定発生率

に基づく保険金額が大�けれ�保険料�立金が十分と判断し、逆に、下回っていれ�、保険料�立金が不

十分として危険準備金を�み立て�す。�た危険発生率 B に��将来発生す�保険金額と予定発生率に

基づく保険金額を比較して予定発生率に基づく保険金額が下回っていれ�危険準備金の�立を行うととも

に負債十分性テストを行い�す。

�成 19 年度決算に�け�ストレステストの結果、4 百万円の危険準備金を�み立て�したが、負債十

分性テストについては実施す�必要のあ�商品区分は該当がなかったため、追加責任準備金の�み立ては

行って�り�せん。

�た、これらの結果については、保険計�人に�り責任準備金が健全な保険数�に基づ��み立てられ

てい�かどうかという視点から確認�れて�り、その内容については取締役会に報告�れ、確認の合�性、

�当性について当該取締役会に�いて検証して�り�す。

Ⅷ− 4　個人データ保護について

当社は、�人情報保護の重要性に鑑み、�た生�保険業に対す�社会の信�を�り�上�せ�ため、�

人情報保護法、その他の関連法�、金融分�に�け��人情報保護に関す�ガイドラインや（社）生�保（社）生�保社）生�保）生�保生�保

険協会の指針を��し、�人情報を適正に取り扱うとともに、安全��についても適切な措置を講じてい

�す。

当社では、�人情報の適正な取扱いに関して「�コクしんらい生��人情報保護指針（プライバシー��コクしんらい生��人情報保護指針（プライバシー�しんらい生��人情報保護指針（プライバシー�

リシー）」を以下のと�り定めてい�す。

71-77Ⅷ.indd   74 08.9.5   9:46:13 AM



75

Ⅷ  保険会社の運営

プライバシーポリシー　

フコクしんらい生命個人情報保護指針

■ 当社の個人情報に関する取り扱いについて
当社は、�人情報保護の重要性に鑑み、�た生�保険業に対す�社会の信�を�り�上�せ�ため、�

人情報の保護に関す�法律 ( �人情報保護法 )、その他の関連法�、金融分�に�け��人情報保護に関
す�ガイドラインや（社）生�保険協会の指針（生�保険業に�け��人情報保護のための取扱指針）を（社）生�保険協会の指針（生�保険業に�け��人情報保護のための取扱指針）を社）生�保険協会の指針（生�保険業に�け��人情報保護のための取扱指針）を）生�保険協会の指針（生�保険業に�け��人情報保護のための取扱指針）を生�保険協会の指針（生�保険業に�け��人情報保護のための取扱指針）を
��して、�人情報を適正に取り扱うとともに、安全��については、金融庁及び（社）生�保険協会の（社）生�保険協会の社）生�保険協会の）生�保険協会の生�保険協会の
実務指針に従って、適切な措置を講じ�す。

当社は、従業者への教育・指導を徹底し、�人情報の取り扱いが適正に行われ��う取り組んで�いり
�す。�た、当社の�人情報の取り扱い及び安全��に��適切な措置については、適宜見直し改善いた
し�す。 

1.　個人情報の取�　個人情報の取�個人情報の取�
当社は、業務上必要な�囲内で、かつ、適法で�正な手段に�り�人情報を取得し�す。

2.　個人情報の����　個人情報の����個人情報の����
当社は、取得した�人情報を、下記の目的に必要な�囲内で利用し�す。�た、利用目的は、ホー

ムページ等に�り�表す�ほか、重要事項説明書等に掲載し�す。�らに利用目的を変更す�場合に
は、その内容を�本人に、��として書面等に�り通知し、�たはホームページ等に�り�表し�す。
その他の目的に利用す�ことはあり�せん。

（1）�当社の商品の販売・サービスの提供、契約の維持・管理。当社の商品・サ−ビスは次のとおりです。�
　　　・生�保険及びこれに付�・関連す����ス・生�保険及びこれに付�・関連す����ス
（2）�当社のグループ会社・提携先企業における商品・サービス (損害保険、セミナー、コンサルテー

ション )の案内・提供�
（3）保険事故の調査（医療機関・当事者等の関係先に対する照会等を含みます）�
（4）再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求�
（5）代理店等販売網の新設・維持管理、社員採用等に関する業務�
（6）その他保険に関連・付随する業務�
（7）グループ会社との共同利用

当社は、当社のグ�ープ会社及び提携先�業が取り扱う商品・�ー�スを案内�たは提供す�た
めに、各社間で次の条件のもと、�人データを共同利用し�す。 

［１］ 　�人データの項目���、�名、���号・�子�ー�アドレス、性別、生年�日、その他�人データの項目���、�名、���号・�子�ー�アドレス、性別、生年�日、その他
申込書等に記載�れた契約内容 

［２］　��責任者�当社��責任者�当社 
（8）情報交換制度�

［１］　保険契約等に関す�情報の共同利用�度保険契約等に関す�情報の共同利用�度
当社は、保険�度の健全な運営を確保す�ため、�た不正な保険金請求を防止す�ために生�

保険会社等との間で、�人データを共同利用し�す。詳細につ��しては（社）生�保険協会の（社）生�保険協会の社）生�保険協会の）生�保険協会の生�保険協会の
ホームページ（契約内容登録�度、契約内容照会�度、支払査定時照会�度）を�覧くだ�い。

［２］　生�保険会社�員・���・募集人等に関す�情報の共同利用�度生�保険会社�員・���・募集人等に関す�情報の共同利用�度
当社は、生�保険���・募集人等の適切な監督や当社の�員採用等のために、生�保険会社

との間で、生�保険���等の従業者に���人データを共同利用し�す。�た、当社は、生�
保険���への委託等のために、（社）生�保険協会が実施す�生�保険�����の合格者等の（社）生�保険協会が実施す�生�保険�����の合格者等の社）生�保険協会が実施す�生�保険�����の合格者等の）生�保険協会が実施す�生�保険�����の合格者等の生�保険協会が実施す�生�保険�����の合格者等の
情報に���人データを共同利用し�す。詳細につ��しては、（社）生�保険協会のホームペー（社）生�保険協会のホームペー社）生�保険協会のホームペー）生�保険協会のホームペー生�保険協会のホームペー
ジ（募集人登録情報照会�度、合格情報照会�度、退社者情報登録�度）を�覧くだ�い。 

3.　個人�ー�の����の��　個人�ー�の����の��個人�ー�の����の��
当社は、�人データを第�者に提供す�にあたり、以下の場合を除�、�本人の同意なく第�者に

�人デ�タを提供し�せん。

・法�に基づく場合 
・当社の業務遂行上必要な�囲内で、保険���を含む委託先に提供す�場合 
・当社のグ�ープ会社・提携先�業との間で共同利用を行う場合 
・生�保険会社等の間で共同利用を行う場合 

4.　��情報の取り扱い　��情報の取り扱い��情報の取り扱い
当社は、信用情報に関す�機関（資金需要者の借入金返�能力に関す�情報の収集及び保険会社に

対す�当該情報の提供を行うものをいい�す。）から提供を受けた情報であって�人であ�資金需要
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者の借入金返�能力に関す�ものを、保険業法施行��第 53 条の 9 に基づ�、資金需要者の返�能
力の調査以外の目的に利用し�せん。

5.　��シ���情報の取り扱い　��シ���情報の取り扱い��シ���情報の取り扱い
当社は、保険業法施行��第 53 条の 10 に基づ�、次の場合を除�、政治的見解、信教 ( 宗教、

思想及び信条をいう )、労働組合への加盟、人種��び民族、門地��び本籍地、保健医療��び性
生�ならびに犯罪歴に関す��人情報（以下「センシティブ情報」といい�す）を取得、利用�たは
第�者に提供し�せん。 

（1）�保険業の適切な業務運営を確保する必要性から、原則として書面による本人の同意に基き、業務
遂行上必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者に提供する場合�

（2）�上記のほか、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第6条第1項各号に掲げる場合�

6.　��������に関する��会　��������に関する��会��������に関する��会
�契約内容・事故に関す��照会については、取扱����たは最寄りの営業�に��い合せくだ

�い。�照会者が�本人であ�ことを�確認�せていただいたうえで、対��せていただ��す。

7.　個人情報保護�に基��保�個人�ー�に関する��の���������������　個人情報保護�に基��保�個人�ー�に関する��の���������������個人情報保護�に基��保�個人�ー�に関する��の���������������
�人情報保護法に基づく保有�人データに関す�事項の通知、開示、訂正等�たは利用停止等に関

す��請求については、下記の��い合わせ窓口�で��い合わせくだ�い。�請求者が�本人であ
�ことを�確認�せていただくとともに、当社�定の書式に必要事項を�記入いただいたうえで手続
を行い、後日、��として書面で回答いたし�す。な�、回答にあたり、当社�定の手数料をいただ
くことがあり�す。詳細につ��しては、当社の「保有�人データに関す�事項」を�覧くだ�い。
当社が必要な調査を行った結果、�本人に関す�情報が不正確であ�場合は、その結果に基づいて正
確なものに変更�せていただ��す。

8.　��い�����　��い�������い�����
当社は、�人情報の取り扱いに関す�苦情・相談に対し適切・迅速に対�いたし�す。
当社の�人情報の取り扱いや、保有�人データに関す��照会・�相談、安全��措置等に関す�

�質�は下記�で��い合わせくだ�い。

フコクしんらい生命保険株式会社　�客さまサービス室 
フリーダイヤル：0120-700-651

( 受付時間�9:00 〜 17:00( 土・日・祝日・年末年始を除く ))
�在地�〒 108-0071 東京都港区白金台 3-2-10 白金台��
ホームページ　����:�　����:�����:��www.fukokus�inrai.co.j� 

当社は、認定�人情報保護団�であ�（社）生�保険協会の対�事業者です。同協会では、対�事（社）生�保険協会の対�事業者です。同協会では、対�事社）生�保険協会の対�事業者です。同協会では、対�事）生�保険協会の対�事業者です。同協会では、対�事生�保険協会の対�事業者です。同協会では、対�事
業者の�人情報の取扱いに関す�苦情・相談を受け付けて�り�す。

（社）生命保険�会　生命保険��室社）生命保険�会　生命保険��室）生命保険�会　生命保険��室生命保険�会　生命保険��室
電話：03-3286-2648

�在地�〒 100-0005 東京都���区�の内 3-4-1　新国際�� 3 ����区�の内 3-4-1　新国際�� 3 �区�の内 3-4-1　新国際�� 3 �
ホームページ　����:��　����:������:��www.sei�o.or.j�

9.　個人���の��管理��の��　個人���の��管理��の��個人���の��管理��の��
当社は、取り扱う�人デ�タの漏えい、滅失�たは�損の防止その他の�人デ�タの安全��のた

め、安全��に関す�基本方針・取扱�程等の整備��び安全��措置に��実施��の整備等、十
分なセキュリティ対策を講じ�とともに、利用目的の達成に必要と�れ�正確性・最新性を確保す�
ために適切な措置を講じてい�す。

�た当社が、外部に�人デ�タの取り扱いを委託す�場合には、委託先の選定基準を定め、あらか
じめ委託先の情報����を確認し、委託後の業務遂行状況を監視す�等委託先に対す�必要かつ適
切な監督を行い�す。

な�、安全��措置に関す��質�については、上記の当社の��い合わせ窓口�で��い合わせ
くだ�い。
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Ⅷ− 5  勧誘方針について
当社では、����の���に��えで���り良い商品・�ー�スを提供し、����からの信�に��の���に��えで���り良い商品・�ー�スを提供し、����からの信�にの���に��えで���り良い商品・�ー�スを提供し、����からの信�に��からの信�にからの信�に

��えす�ために勧誘方針を次の�うに定め�した。

1.��ライフスタイルに合ったより良い商品・サービスを提供いたします。

����のライ�スタイ�に合った�り良い商品・�ー�スの提供を行うために、勧誘にあたって��のライ�スタイ�に合った�り良い商品・�ー�スの提供を行うために、勧誘にあたってのライ�スタイ�に合った�り良い商品・�ー�スの提供を行うために、勧誘にあたって

はコン��ティング�動を通じて、適切な情報の提供をす�とともに、����の�意�と実情に配��の�意�と実情に配の�意�と実情に配

�した勧誘を行い�す。

2.��契約内容を十分に説明し、ご理解いただいた上でご契約いただきます。

����への勧誘に際しては、����の�意�に�って、���のない時間・場�等十分な配���への勧誘に際しては、����の�意�に�って、���のない時間・場�等十分な配�への勧誘に際しては、����の�意�に�って、���のない時間・場�等十分な配���の�意�に�って、���のない時間・場�等十分な配�の�意�に�って、���のない時間・場�等十分な配�

に努め�す。�た、����から�契約の�申込み等を�受けす�際には、�契約に関す�重要事項��から�契約の�申込み等を�受けす�際には、�契約に関す�重要事項から�契約の�申込み等を�受けす�際には、�契約に関す�重要事項

を書面で説明し、��解、�納得していただいた上で�契約いただ��す。

3.��お客�まのプライ�シー保護に十分��いたします。�まのプライ�シー保護に十分��いたします。のプライ�シー保護に十分��いたします。

����の情報は、��として����本人の同意があ�場合、あ�いは法�の�定で必要な場合��の情報は、��として����本人の同意があ�場合、あ�いは法�の�定で必要な場合の情報は、��として����本人の同意があ�場合、あ�いは法�の�定で必要な場合��本人の同意があ�場合、あ�いは法�の�定で必要な場合本人の同意があ�場合、あ�いは法�の�定で必要な場合

以外は開示し�せん。な�、�����本人から情報の開示について要請を受けた時は、�本人であ���本人から情報の開示について要請を受けた時は、�本人であ�本人から情報の開示について要請を受けた時は、�本人であ

�ことを確認�せていただいた上で情報開示を行なう等、����のプライバシー保護には十分配���のプライバシー保護には十分配�のプライバシー保護には十分配�

し�す。

4.��募集ルールに合った適正な販売を行います。

金融商品の販売等に関す�法律、消費者契約法、保険業法等、各種法�等を��して適正な販売を

行い�す。

事実でない情報を�伝えしたり、将来に�いて不確定なことがらについて断定的な説明は行い�せん。
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Ⅸ  特別勘定に関する指標等　Ⅹ  保険会社及びその子会社等の状況

Ⅸ．特別勘定に関する指標等

本項目は該当ありません。

Ⅹ．保険会社及びその子会社等の状況

本項目は該当ありません。

（参考）証券化商品等への投資及びサブプライム関連投資状況
該当する投資はありません。
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